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付属資料 4 面談記録 
 

訪問機関：RID 

日時：2006 年 3 月 14 日 13:40-16:40 

出席者： 
（先 方）Mr. Charnchai, Office of the Hydrology and Water Management, RID 

Ms. Chatchadaporn Boonyavaha, Foreign Relation Sub-Bureau, DDPM  
（日本側）田村、スワンナ（JICA タイ事務所）、本沢（SV）、黒田 

先方発言要旨： 
・ RID は 76 県全てに職員、および 16 の regional office をもっている。 
・ RID は洪水の観測は 25 の River basin を対象に行っている。 
・ 76 県全てに 2 箇所ずつ洪水観測（河川の近くで人が観察できるような場所）の key station

があり、rain gauge は 700 以上設置している。 
・ RID 地方職員がこの観測により、洪水の危険を見出したときは、中央の RID, NDWC、

Governor（県知事）に伝える。DDPM の設定した基準に基づき地域住民に避難勧告を行

うのは、県知事の仕事である。 
・ 警報発出について、コンサルタントを雇い、RID、NDWC、TMD の間の役割分担を明確

化しようとしたが、TMD が警報発出は TMD の業務と主張し結局実現できなかった。気

象情報の把握、分析は TMD の業務であり、その情報を NDWC は受け取らないと警報

が発出できない。TMD も警報を発出する権限をもっており、Landslide の警報発出は

TMD が行っている。（注：TMD のホームページに気象情報に基づいた警報情報が掲載

されている。http://www.tmd.go.th/program/warning_list_eg.php） 
・ 中央政府（DDPM）が策定したマスタープラン（要約版のみ英文があるとのこと）に基

づき、全県がマスタープランを作成している。各県のマスタープランは県知事が承認す

る。津波はこれまで発生しなかったので、マスタープランには含まれていなかったが、

基本的に全災害について記載されている。各県のマスタープランは毎年見直しを行って

いるはず。なお、RID 自体ではマスタープランは作成していない。 
・ 災害時に使える予算は 50 百万バーツ。 
・ 中央の RID は洪水危険期間中、毎朝９時に首相に報告し、かつインターネットで情報を

公開する。危険度によって赤、黄色、緑のフラグをたてている。 
・ RID は flush flood を所管。都市部の浸水等は DDPM の所管。（山岳部：DDPM、basin：

RID、都市部：DDPM） 
・ Water Resource Department（環境省）はカセサート大学と協力し、地滑り landslide と土

砂災害 mudflow の観測機器を全タイ 410 箇所に設置した。 
・ 災害対策に関する省庁の役割分担は次のとおり。 
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Tsunami Flood Landslide Remarks

Disaster management plan DDPM WRD
RID

DMR
DDPM

Hazard map DDPM
DMR

WRD
RID

TMD
DMR
WRD

Early warning system
DMR
TMD
NDWC

TMD
RID
WRD
NDWC

TMD
WRD
DMR

Shelter and Evacuation DDPM DDPM DDPM
Emergency drill " " "
Education/ awareness MOE MOE MOE
Warning system NDWC NDWC NDWC

・ チェンマイ市の洪水ハザードマップは役に立つ良いものであるが、それ以外の地域の洪

水ハザードマップは改善する必要がある。JICA プロジェクトで３つのパイロット事業

を行う地域では、役に立つ良い洪水ハザードマップをつくりたい。この３つのパイロッ

ト事業はタイ南部がよい。具体的な候補地は、チュンポン市、プラチュアップキリカン

市、ハジャイ市か（注：ハジャイは治安上の問題より協力が困難な旨伝えた）。プラチ

ュアップキリカン、ペブリ県では毎年洪水が発生している。プラチュアップキリカンで

洪水が発生した際には被災した 3tambon 間で協力がうまくできなかった。毎年被害にあ

っているが調整が困難であるため改善したい。 
・ ハザードマップを作成するに当たっては、中央ベースで作成し、県の協力も得る。 
・ PDM 案についてのコメントは 23 日に提供する。 
・ RID は M/M 等の署名対象になるのか。（ならないと思う旨回答）他省庁の協力を得たい

場合は、JICA ではなく DDPM から正式に連絡してほしい。 
・ JICA プロジェクトの目標達成度合いを測る指標は、「洪水・地滑り・津波で死亡や損傷

をうけた人の数、家畜・農作物・家屋等の経済的被害」が考えられる。DDPM は報告の

義務があり、県別、郡（district）別データを把握している。 
・ DDPM は National Civil Defense Committee の事務局として、他の省庁との連携を強化す

る役割をもっている。この委員会は年に 2-3 回のみの開催である（DDPM は「連携を強

化」しているとは言いがたい）。 
・ DDPM は災害関連情報を RID 他関係機関に毎日ファックスで送る。 
・ DDPM と RID 合同で津波についてセミナーを実施予定。2、3 回準備会合を実施済み。

詳細は今後検討予定。 
・ 災害発生時に GISTDA より無料で NDWC に衛星写真を提供するよう合意を締結ずみ。

GISTDA の衛星写真がハザードマップ作成に利用できれば有益（本沢 SV より、過去の

アーカイブデータであれば無料で提供してもらえるのではないかとのこと）。 
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訪問機関：TMD 

日時：2006 年 3 月 16 日 14:00-15:30 

出席者： 
（先 方）Mr. Burin Wechbunthung, Chief of Seismic Monitoring Center, 

Ms. Sumalee Prachuab, Director, Seismological Bureau, TMD 
（日本側）田村（JICA タイ事務所）、黒田 

先方発言要旨： 
・ DDPM は working group をつくる必要がある。この working group のトップは DDPM の

中から、リーダーシップのある人がなるべきであろう。 
・ 本 JICA project に関して TMD に協力要請を求めるレターを DDPM から欲しい。 
 
・ TMD が DDPM の能力強化に貢献できることは次のとおり。 
・ TMD の気象データベースは DDPM の災害関連情報やハザードマップづくりに役に立

つ。 
・ TMD は津波と地震に関するデータベースづくりのプロジェクトを 2006-8 年の 2 年間に

行う。このプロジェクトには DDPM、DPMA 等も参加する。 
・ TMD は気象データを毎日、DDPM にファックス、e-mail 等で送っている。DDPM との

間で特に定期的な会合は実施していない。 
 
・ 災害防止能力を測る指標の一つは「迅速で正確な警告 rapid and accurate warning or 

message」であろう。先週、アンダマン海で比較的小さな地震が数回、起きた。住民は

不安を抱き、山に避難した人も多かった。こういう場合、「迅速で正確な警告」を行う

必要がある。目標値は、たとえば、「90%（10 回の警告の内、9 回が正確」が挙げられ

る。また、警報発出、関係者への連絡の時間が 20 分から 15 分に短縮される、災害の発

生場所・予測の正確性等も考えられる。 
・ 土砂災害は毎年起こるわけではないので測定が困難なのではないか。 
 
（関係機関の役割分担について） 
・ 津波の観測については、Hydrographic Department、タイ海軍も担当（注：タイ海軍が UNDP

プロジェクトにより設置されたブイの管理を任されている）。DMR はモニタリングの機

材を持っておらず、TMD の提供する降雨量等の気象データを用いて山岳部のリスクマ

ップを策定している。 
・ 気象情報に基づく警報の発出は現在 TMD が実施している。将来的な警報発出体制につ

いては、どうなるかはわからない。NDWC は洪水、土砂災害についても関与したいと

考えているのではないか。NDWC は JMA ともコンタクトを持っており、PDC（Pacific 
Disaster Center）の協力により、津波警報にかかる１～2 年のプロジェクトを実施予定。

・ flash flood の予測に関し、山岳部は TMD、water basin の近くは RID が所管。しかしいく

つかの water basin については TMD が所管。これは観測地点の数によるもので、詳細は
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TMD 内の関係部署に聞かないとわからない。 
・ シェルターの提供は、軍、NGO、県、タイ赤十字も関与。 
・ 教育については TMD も津波、洪水、台風について協力を実施している。AIS（注：タ

イの民間企業）との協力により、津波についての啓発活動を生徒に行った。TMD 職員

を学校に派遣することもある。 
 
（現在の PDM 案の活動についてのコメント） 
・ （１－３）例えば台風発生時、TMD は DDPM と密に連絡をとっているので、TMD も

参加する必要がある。 
・ （１－４）TMD 内にも調査担当部（climatology division）があり、meteorologist がいる。

毎年年報を発行しており、１－４に例示されているデータは含まれているはず。詳細は

climatology division に聞かないとわからない。 
・ 津波、地震のデータベースを作成するプロジェクトがあり、政府より予算を得ている。

DDPM、DPT（内務省公共事業局）、DMR、TMD が参加。GIS データ、災害アセスメン

ト、被害アセスメント、（予測についての）accuracy model をウェブサイトに掲載予定。

 
＊ 対象災害をどのように明確にするか（洪水も複数種類ある模様。土砂災害についても、

「landslide」と記載すると「地すべり」と限定される可能性あり。） 
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訪問機関：DMR 

日時：2006 年 3 月 17 日 14:00-16:20 

出席者： 
（先 方）Mr. Wisut Chotikasathien, Senir Seismologist, DMR 
（日本側）田村（JICA タイ事務所）、本沢（SV）、黒田 

先方発言要旨： 
・ 地滑りハザードマップは、現在 5 万分の１のものを作成している。現在、8 県（チェン

ライ、メーホンソン、パヤオ、ターク他）で作成済みで、今後増やしていく。数学的モ

デルが必要であり、大学、研究機関からの協力を得ている。 
・ DMR は本案件に協力・参加したい。ただし、プロジェクトへの参画により、DMR にと

って何が得られるのか、局長への説明のために明確にする必要あり。DMR としては、

GIS モデル、リモートセンシングの技術、コンピューター関連技術を改善し、モデルを

開発したいと考えている。NDWC が強化されつつあり、DMR としてもサポートする必

要があると考えている。 
・ 本案件を実行するための各省庁の役割分担は別添のとおり。 
・ DMR は（土砂災害の）データを分析し、情報を地方政府に伝えている。モデルの改良

を行いたいと考えており、モデルサイトを選定中。またデータ分析のための coordination 
center があり、土砂災害の警報を発出するための基準を策定したいと考えている。また、

地震、陥没等について hazard operation center を設置しようとしている。地震についての

データは TMD より入手している。TMD と DMR が組織改編により合併するという話も

あるが、未定。 
・ DMR は地滑り対策の研修を 12 県（ぺチャブン、パタロン、ソンクラー、チェンライ、

ナコンシタマラート、スラタニ、ナン、パンガー、チェンマイ、メーホンソン、プレー、

ターク）で行った。地震、津波、陥没等 Geo-hazard 対策の研修を 2005 年に 6 県で行っ

た。この研修の内容は、地滑りや地震が起こるメカニズム、観測方法等である。この講

師は DMR の専門家である。 
・ DMR が抱えている地震、地滑り等自然災害の専門家は約 15 人である。 
・ 現在、DMR は地方に職員は抱えていない。 
・ これらの研修後に、地域住民による自主的防災組織づくりを促した。自主的防災組織は

30-50 人が一組織であり、この組織は主に早期警戒情報発令のための情報提供をする。

研修はこれまで 30 回実施。 
・ 地震や地滑りに関する地方の災害防止能力を評価する指標は「研修を受けた人の数」「自

主防災組織の数」「避難計画の数」であろう。その指標データの入手は DMR の報告書

である（毎年発行）。 
・ 自主的防災組織の人員の知識レベルについては、研修の評価を実施しておらず測定が困

難。地域住民によるハザードマップの策定数、というのは、地域住民がハザードマップ

は作れないため適当ではない。 
・ 地滑りに関する中央 DMR の災害防止能力を評価する指標は「実施した研修の数」「ハ
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ザードマップの数」「地方への情報提供の数」であろう。その指標データの入手は DMR
の報告書である（毎年発行）。 

・ 現在ハザードマップは販売していないが、配布、周知が必要と考えている。 

 

 

 

訪問機関：DPMA 

日時：2006 年 3 月 20 日 9:30-11:30 

出席者： 
（先 方）Mr. Punlop Singhasenee, Director, DPMA 
（日本側）田村（JICA タイ事務所）、本沢（SV）、黒田 

先方発言要旨： 

・ DPMAは火事対策 fire-fightingとこの救助隊 rescue teamsに対する研修・訓練を行いたい。

この救助隊は火事発生時だけでなく、津波・地滑り・洪水等の災害発生時にも出動する。

従って、この救助隊訓練は、防災強化になる。現在「one rescue one tambon」活動を行っ

ている。2008 年には全ての tambon に救助隊ができあがる予定である。 
・ DPMA は津波・地滑り・洪水等の自然災害対策に関する教材はなく、研修を行ったこと

もない。従って、本 JICA 案件による DPMA の能力強化を図る指標は、「津波・地滑り・

洪水対策の教材の数」が挙げられる。 
・ 本 JICA 案件において DPMA による地方の災害対策能力強化を図る指標は、 
「DPMA の訓練を受けたトレーナーが地域住民に訓練を行った頻度」 
「災害発生時の情報伝達の時間」 
「住民が行った避難訓練の数」 
「救助隊をもっているタンボン自治体の数」 
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訪問機関：MOE 

日時：2006 年 3 月 20 日 14:00-16:30 

出席者： 
（先 方）Ms. Orachart Suebsith, Specialist, Bureau of International Cooperation, 

Office of Permanent Secretary, Ministry of Education (MOE) 
（日本側）本沢（SV）、黒田 

先方発言要旨： 

・ MOE は全国で 60 万人の教員を抱え、1,500 万人の学生を教えている。これら教員の給

与は MOE が決める（MOE は全国の教員の人事権・指揮命令権をもっている）。 
・ 本 JICA 案件での MOE のターゲットは教師・生徒・その両親・コミュニティである。

 

・ MOE と JICA（永石団長）との M/M は DDPM とは別途に交わしたい。 
・ 地方は災害に関する知識、実行力が少ない。MOE は national seminars, regional seminars

開催により、地方の防災能力強化を図りたい。そのセミナーで日本の学校での災害対策

や教材を知りたい（MOE は「教材」の無償供与を希望か）。日本の学校での災害対策を

ビデオ等でビジュアルに見せ、より良い災害対策のイメージをタイ国民に知らしめた

い。これらのセミナーに県知事 governor を呼ぶことができる。 
 

・ 本 JICA 案件において、地方での MOE の災害教育は県知事 governor の指揮命令を受け

る必要はない。 
・ MOE の災害教育による地方の災害対策能力強化を図る指標は、 
「独自の災害テキストや災害対策計画を作成した学校の数」MOE 発行資料参照 
「災害教育や避難訓練を行った学校の数」MOE 発行資料参照 

 

・ MOE の災害教育能力強化を図る指標は、 
「national seminars, regional seminars への参加者の数」MOE 発行資料参照 
「作成された災害テキスト（全国ベース）の数」MOE 発行資料参照 
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訪問機関：Bureau of Disaster Policy, DDPM 

日時：2006 年 3 月 22 日 08:45-10:45 

出席者： 
（先 方）Mr. Montree Chanachaiviboonwat, Chief of Natural Disaster Policy, DDPM 
（日本側）児玉、黒田 

先方発言要旨： 

・ 2002 年の省庁改革で初めて災害担当部局が定められた。 
・ 災害対応は 1979 年に定められた Civil Defense Act（市民災害予防法）によって実施され

ていたが、昨年この法律に変わるものとして、Disaster Prevention and Mitigation Act（社

会的災害防止・緩和措置法）が起草され、内閣により承認を受けた。現在法務省による

条文の審査中で２～３週間でこれを終え、国会に提出される予定である。この法律は省

庁改革後の実情にあった内容となっており、DDPM の持つ権限が強化され、これまで調

整が主な役割だったものから実際に予防措置などを行うことまでが含められている。ま

た、各地方自治体の果たすべき役割も明示されており、Tambon レベルまでの規定があ

るため、地域の能力向上が促進されると期待される。 
・ 防災活動は National Civil Defense Plan に基づいて行われている。この計画は 3 年ごとに

改定されており、最新版は 2005 年版。ただし、これには津波災害の事例が組み込まれ

ておらず、次の改定を早めに行う予定である。テロによる災害を対象にした別冊がある。

・ 各県の DDPM はこの国家計画をもとに各県ごとに計画を作成することを求められてお

り、避難計画を含めた計画を立案し DDPM・HQ に提出、内務大臣の承認を得た上で、

実施を進めるこことなっている。 
・ この計画の中では、知事の指揮のもと 1 年間に 2 回の防災訓練を実施することが定めら

れており、各県ごとに年間 100,000 バーツの予算がつけられている。今年度は 5 月末ま

でに第一回の訓練を終了することが指示されている。 
・ 一方、郡（district）・市レベルでは、875 の郡・市に対して、1 年間に 1 回の防災訓練を

することが県知事より指導されているが、この予算は各県または郡、市が個別に独自予

算を獲得することになっており、次のうちの 2 つのうちひとつを選んで実施すればよい

ことになっている。①Command Post Exercise（CPX）-情報伝達の訓練、②Real Post Exercise 
（RPX）-シミュレーション訓練 

・ 中央レベルでの訓練は、DDPM ではなくて、National Security Office（Under Prime Minister 
Office）で National Security Plan に基づき実施している。現在大災害が発生したときの

National Command Center を設立しようとしている。 
・ 避難計画については、DMR と協力して Master Plan of Evacuation が、津波災害版と洪水・

地すべり版の 2 種類 2005 年に発行されている。 
・ DDPM は中央に約 500 人、地域センターに約 1,500 人、県に 1,500 人の職員を持ち活動

をしているが、まだできたばかりなので職員の訓練が必要である。 
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[PDM について] 
・ 防災白書を発行することについては賛成である。現在年次報告書のようなものを作成中

であるが、発行はとても重要であると思う。 
・ GIS やリモート･センシングの技術をぜひ習得したい。現在は十分な人材がいない。 
・ Task Force には他省庁からの参加も重要。 
・ Pilot area を決める場合には、地震も取り上げてほしい。ダムの崩壊が危惧される地域や

大規模ではないが地震が起きている地域では正確な情報が求められている。 
・ ハザードマップ作成にあたっては、専門家向けの印刷物だけではなく、一般向けの教育

ツールのようなマップも作成したい。（オーストラリアの例を提示された。） 
・ コミュニティ防災に関しては、GTZ、ADPC＋UNDP、USAID、TRC などがそれぞれい

くつかのコミュニティで実施しており、CBDRM としては約 300 のコミュニティで行わ

れている。よって、JICA のプロジェクトとしてはもっとハイテク分野に協力してほし

いと思っている。たとえば、GIS や RS の技術、またはいかに情報やデータを効果的に

収集し分析するかの技術について伝えてほしい。 
 

[プロジェクト後の持続性] 
・ 新しい法律が策定されれば、DDPM がより権限を持って防災を推進できる。 
・ パイロットエリアの経験は、セミナーを実施したり、ビデオや報告書の作成、出版物の

発行によって広く伝えていく。 
・ 現在 1 ヶ月に 1 回程度、さまざまな関係者（各省庁、国連機関、NGO、国会議員など）

が集まり、調整会議を開催していく予定である。第 1 回は 2 月の初めに開催された。様々

な機関が実施するプロジェクトとうまく調整することによって、より効果的なものとし

ていくことができる。 
・ 指標として考えられるのは、現在 KPI（Key Performance Index）に基づく result-base 

budgeting が行われており、これを利用できるであろう。 
・ また、白書の発行、作成されたハザードマップの数、開催されたセミナーの数、新設さ

れたトレーニングコースの数が指標となる。これらは年次報告書で調べられる。 
 

[JICA プロジェクトの特徴] 
・ 最後に黒田より、今回の JICA プロジェクトの特徴を、①中央・地方双方の能力強化、

②ハイテク技術の向上推進、③各関連機関の連携とまとめた。 
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付属資料 5 プロジェクト形成調査 1 資料 
2005 年 9 月 14 日 

タイ国防災能力向上プロジェクト形成調査出張報告（2005 年 8 月 31（水）-9 月 10 日（土）） 
国際協力専門員 石渡幹夫 

 
１．背景・出張目的 
タイ国においては 2004 年 12 月のインド洋大津波により死者・行方不明約 8,400 名に上る甚大な被

害を被った。うち 1/3 以上は観光客を中心とする外国人であり観光産業が影響を受けている。被災者

の多くは漁業従事者や女性・子供等といった貧困層や弱者である。今後起こりうる津波や他の災害に

備え被害を軽減することは、人命・財産の保護のみならず、観光産業の復興、国内の格差是正、弱者

への安全保障という観点からも、必要性・緊急性は高い。 
今回の悲劇を災害被害を軽減する機会と捉え、予防を含めた総合的な対策を整えて津波のみならず

自然災害に強い国づくりを進めていくことが求められている。タイ政府としても国家災害警報センタ

ー（National Disaster Warning Center: NDWC）を新設し津波警報の発出を始め、また、避難訓練を実

施するなど、防災体制の整備に取組み始めたところである。今回の出張では：(i)防災能力の現況及び

ニーズ調査を行う、(ii)日本国内の知見や経験を活かした協力事業につき提案し骨子をまとめる、(iii)
他ドナーとの調整を行う、ことを目的としている。1 

別添-1 の関係機関と協議を行い、別添-2 の通りプログラム骨子をまとめ、関係機関に提示した。 
 
２．防災体制の評価 
これまで大きな災害が発生しなかったことから、住民・コミュニティや政府諸機関の防災に対する

認識は極めて低く、防災能力も不十分である。 
(i) 中央レベル：内務省防災局（Department of Disaster Prevention and Mitigation: DDPM）が防災に

ついての主務機関となる。2 年前に新設されたばかりであり、人材や経験、知識等の能力は

不十分である。 
(ii) 防災アカデミー：DDPM には防災アカデミー（Disaster Prevention and Mitigation Academy）が、

DDPM 職員や住民リーダ等の能力向上を目的に 2004 年 10 月に設立され、研修コースを開始

している。目的別の研修所を、プーケットでは津波というように、地方に６箇所に設立した。

実施中の研修内容は捜索・救助や消防に偏っている。避難、情報伝達、住民参加、訓練、計

画づくりも含めた総合的な対策、及び洪水や土砂災害などの津波以外の自然災害への取り組

みは不十分である。 
(iii) 津波警報：NDWC が警報発信、避難勧告を担っている。津波警報については適切な能力を有

している。7 月での地震では警報を発出し夜間であったにもかかわらず住民の約９割が避難

をしている。日本の気象庁やハワイ津波センターからの警報に加え、自らも予測モデルを作

成している。今後は洪水や地すべり等の他の災害の警報にも業務を広げていく計画としてい

る。 
(iv) 地方レベル：県（Province）の DDPM 職員が防災事業の中核を担うこととなっている。職員

の数が少なく、自治体を支援するといった能力は十分ではない。被災地域での対応にはばら

                                                  
1 調査団は石渡幹夫（調査団長）、児玉美樹研究員（コミュニティ防災、アジア防災センター）、佐々木防災企画班長

（防災行政:和歌山県危機管理局総合防災課）、松元秀亮職員（調整、地球環境部）からなる。 
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つきが見られる。プーケット県パトン市では市役所により津波避難用の地図や計画が既に策

定され、避難訓練も実施されている。今後はこれらの活動を発展させていく必要がある。し

かし、(a)プーケット県パトン市以外での避難体制、(b)避難以外の計画づくりも含めた総合的

な対策、(c)地すべりや洪水といった他の災害に対する体制は不十分である。コミュニティ主

体の生活再建など各種活動が行われており、コミュニティの組織化や参加型の活動を行う能

力は十分であると考えられる。 
 
３．現地視察（9 月 3 日（土）～5 日（月）） 

被災地であるパンガー・プーケット両県を視察した。主要な観光地であるプーケット県パトン市で

は、避難場所や避難路、危険区域を示すハザードマップが作成され、観光客も含めた避難訓練も実施

されるなど、初歩的な対策は既にタイ側により進められていた。その他の地域や被災県においてはこ

れらの取り組みは始まったばかりである。 
プーケット県パトン市では砂浜に警報タワーが 3基設置されている。7月に地震が発生した際には、

NDWC から警報が発出され住民は確実に避難している。パンガー県においても 1 基設置された。 
テント等の応急避難所はなくなり、被災者は仮設住宅に住んでいる。恒久住宅への移転が進んでい

る。漁船製造等や生計向上トレーニング等が各ドナー、NGO、関係機関により実施されている。 
 

４．他ドナーの動向 
UNDP によりコミュニティレベルでの防災体制整備や警報システムの支援が行われている。このプ

ログラムは JICA のプログラムに類似しているため、協力の実施に当たっては重複を避け効率的に効

果を発現するために緊密な調整が必要である。Asian Disaster Preparedness Center（ADPC）では、イン

ド洋津波警報システムといった地域協力や、タイ国内津波避難体制整備等の支援を行っている。タイ

赤十字では救援･復旧から能力強化等の支援に移行している。 
 

５．考えられる協力分野 
 
(i) 方針：いずれのプログラムも災害に真っ先に対応しなければならない住民やコミュニティの

防災能力強化に貢献するものでなければならない。この分野でのタイ政府の能力向上を一義

的な目的とする。 
(a) 防災分野の調整・主導・支援：DDPM が主務官庁としての役割を果たせるよう、関連機関

や自治体への支援、総合的な防災、他の災害への対応等の能力を強化する必要がある。コ

ミュニティレベルでは既に地方自治体や NGO 等の様々な機関が活動しており、直接的な

活動よりもこれらの活動と協働し、技術的な支援を行う、また、他地域への普及等を行う

ことが効果的である。 
(b) 観測・警報体制：インド洋地域の津波観測・警報体制は整えられつつある。また、国内の

警報システムは既に整備された。残る分野として国内の地震観測網や津波観測の能力を強

化する必要がある。 
(c) 啓発活動：既にさまざまな取組みがなされていることから、学校を通じての防災教育に対

象を絞る。 
(d) 防災技術強化支援：ダム地震対策、リモートセンシング技術を利用したモニタリング体制、
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土砂防災技術、洪水予警報･避難体制 
(ii) 防災能力向上プロジェクト： 

(a) 目的：DDPM の以下の能力を強化する：（1）コミュニティレベルでの他機関（県、自治体、

観光協会、NGO、コミュニティ等）の活動への支援、（2）避難、情報伝達、参加型計画づ

くり、訓練等も含めた総合的な対策、（3）津波に加え洪水や土砂災害対応 
(b) 活動内容：実施計画案を別添-3 に示す。主な活動は： 

 政策提言・支援：国、県、タンボン、村レベルごとに防災体制を整える必要がある。

津波に加え、洪水、土砂災害を対象とし、総合的な対策を支援する。長期及び短期

専門家が、（1）現況能力調査およびアクションプラン策定、（2）国・県の DDPM 職

員への助言・指導等、を行う。 
 避難・コミュニティ防災体制整備：プーケット県パトン市においては津波避難体制

の整備が進められている。こうした先進地域ではさらに発展、強化させるよう、（1）
情報伝達や輸送等も含めた訓練、（2）図上訓練、（3）防災計画書改定、（4）観光客

の対策、（5）防災アカデミー・プーケット研修所での自治体職員訓練、（6）住民向

けトレーニング等を支援する。他の被災地においては避難体制整備が始まったとこ

ろであり、ハザードマップづくりや住民参加による計画づくり等を支援する。地す

べりや洪水が頻発する地域に対しては、基本的な防災体制づくりから支援する。長

期・短期専門家を被災地の県 DDPM やプーケット研修所に派遣し指導・助言を行う。 
 DDPM 能力強化：日常業務へのアドバイスに加え、OJT や防災アカデミーを通じて

国・県の DDPM 職員等に研修を行う。また、研修講師としての能力向上を支援する。

長期専門家、及び短期専門家を派遣する。 
 啓発活動：啓発活動のニーズを調査し、教材作成、活動を実施する。 

(c) 投入： 
 長期専門家：防災政策（チームリーダー）、コミュニティ防災、ハザードマップ、調

整員 
 短期専門家：初年度 2 月×5 人（地域防災計画（チームリーダー）、組織体制、防災

訓練、啓発活動、観光客対策） 
(iii) 防災教育：災害弱者である子供とその親、及びコミュニティの有識者である先生が必要な防

災の知識を身につけるよう、短期専門家によるワークショップを開催する。 
(iv) 地震津波観測能力強化： 

(a) 地震計整備：気象局では予算を配分し全国に地震観測網を整備する計画である。短期専門

家により、計画作成、地震計設置を年内に支援する。 
(b) 地震津波対策アドバイザー：機器等のハード整備は進んでいるものの、職員の知識等の能

力が限られている。長期専門家により地震津波対策につきアドバイスを行う。 
(c) 啓発活動：資料館等の啓発活動への助言等の支援を行う。 
(d) 津波観測：インド洋全体の観測網の一環として計画されているブイ観測について技術的な

支援を行う。 
(v) ダム耐震性調査：インド洋大津波以来、ダムの耐震性について確認の調査が進められている。

甚大な被害の恐れもあることから、地震国・日本のダム技術により支援を行う意義、緊急性

は高い。 
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(vi) リモートセンシング・GIS：救援活動や復興に貢献できるよう、衛星画像を防災に役立てる

支援を行う。 
(vii) 土砂災害技術力強化：土砂災害に対しては鉱物資源局が既に対策を進めており、発展した技

術として詳細なハザードマップの作成、警戒体制の整備等において技術移転を行う。 
(viii) 洪水予警報･避難体制整備：かんがい局が進めている洪水予報、警報、避難体制の整備を支援

する。 
 
６．結論 
タイ国内では防災に対する意識が高まってきており、この機を逃すことなく体制整備を行うことが

肝要である。この時期に日本の経験や技術を活かして支援する意義は高いものがある。 
津波警報の発出やパトン市での避難体制等、一部の分野においてはタイ側の取組みにより一定のレ

ベルにまで達していることが確認された。今後はこうした活動を発展させるとともに、他の被災地で

の避難・防災体制の整備や、総合的な防災への取り組み、他の洪水や土砂災害等への体制整備を行う

他、気象局、防災教育等への包括的な支援を行い、災害に強い国づくりへの支援を行っていく必要が

ある。 
なお、実施に当たっては類似のプログラムを実施している UNDP と緊密な調整が必要である。 
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タイ国災害対応能力向上プロジェクト形成調査 

（2005 年 8 月 31 日～9 月 8 日） 

― コミュニティ防災推進の視点から ― 

 

アジア防災センター 

研究員 児玉美樹 

１．防災体制 

タイ国では、気候変動や都市開発に伴い

近年風水害などの自然災害および人的災

害による被害が増加しつつあり、2002 年

10 月に防災を一元的に担う機関として内

務省（Ministry of Interior）に、それまで地

方自治局市民防衛課（Civil Defence Division 

of the Department of Local Administration）が

担っていた役割を拡大する形で、新たに災

害 軽 減 局 （ Department of Disaster 

Preparedness and Mitigation、DDPM）を設

けた。災害軽減局（DDPM）は 12 の地域

センター（Regional Centers）とその下位に

属する 75 の県事務所（Provincial Offices）

を持ち、これらを通してタイ国各地域の災害軽減のための活動を推進している。また、こ

れらの組織に属する職員の研修機関として、2004 年 10 月に防災アカデミー（Disaster 

Prevention and Mitigation Academy）を設立した。 

2004 年 12 月 26 日に発生したスマトラ沖地震に伴う津波によって、タイ国はかつてない

規模の自然災害による被害を経験し、新たに活動を展開し始めたばかりの災害軽減局

（DDPM）ではその役割、機能をあらゆる面から試される結果となった。予期せぬ想定外の

大規模災害であったことで、その対応を通して組織や制度上の問題点が浮き彫りになり、

本調査においても特に、（１）その役割や機能は制度上規定されているものの他の省庁、局

との役割分担や連携が明確になっていない分野があること、（２）枠組みとして規定されて

いるために必要性は認識しているものの実際にはまだ不十分な活動しかできていない分野

があること、（３）想定以上の災害への対応への経験から新たに追加された業務において十

分な体制ができていないことが課題として明らかになった。 

たとえば、（１）の問題点のひとつとしては、津波被災後、省庁横断的な国家災害警報セ

ンター（National Disaster Warning Center、NDWC）が新たに設立されたため、災害軽減局

（DDPM）は国家防災委員会(National Civil Defence Committee)の事務局としての機能を持つ

ものの、あくまで内務省の一部局としての位置づけであり、全体の調整ができていないこ

Ministry of Interior 

内務省 

Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM)

災害軽減局 

DDPM Regional Center 

リージョナルセンター(12 か所) 

Office of Disaster Prevention and Mitigation 

県災害軽減事務所（75 県） 
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とがあげられる。首相から国家災害警報センター（NDWC）に対し、本来は災害軽減局

（DDPM）の責務のひとつである防災対策のマスタープランを作成するようとの指示があっ

たとの話が聞かれたように、災害情報センター（NDWC）、気象庁、軍、警察など全省庁を

含めた防災全般の計画策定にあたっては、まだ十分機能が果たせていない。 

また、（２）の問題点としては、実際に地域で防災に関するさまざまな取組みを実施する

のは地方自治体（市町およびタンボン自治体等）であり、各県の災害軽減事務所は地域防

災計画を策定し、それらを指導・助言・サポートする立場にあるが、実情としては自治体

の認識の高さの度合いによって対策の取組み状況に差が出ており、DDPM の指導の効果が

迅速に発揮できているとは言いがたいことがあげられる。さらに、これまで大規模な災害

の経験がなく、災害対応における国内各機関および海外からの援助機関の調整も十分にで

きていない。 

 

さらに、（３）に関しては、津波被災後、政府・自治体の職員や住民への災害および防災

に関する教育の重要性を認識し、防災アカデミーではバンコクのキャンパスに加えさらに

全国 6 か所にそれぞれの地域の災害特性に即したキャンパスを持つことを予定しており、

津波被災地のプーケットには津波の特別コースを持つキャンパスが 9 月 26 日にオープンさ

れることとなっている。しかしながら、トレーナーズトレーニングを実施する責務を持つ

バンコクのキャンパスにおいても、捜索･救助訓練以外のカリキュラムの策定、専任講師は

育成できておらず、外部の専門家や講師に頼っている状況である。 

一方、本調査において視察した限りでは、タイにおけるコミュニティは、パトン市のよ

うな観光業を主要産業とする地域は少し異なる性格を持つようであるが、村単位が基礎と

中央政府 

District(郡) 

Province(県) 

Sub-District 

(Orbortor) 

Village(村) 

(Muubaarr) 

Municipality(市町) 

(Tesabaan) 

Tambon Administrative 

Organization (TAO) 

Regional Center of DPM 

DPM リージョナルセンター 

指
導
・
助
言
・
支
援 

Office of DPM 

県災害軽減事務所 

Community 
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なっているようである。ナムケン村の例に見られるように、タンボン自治体（TAO やオー

ボートー）などから行政的な支援を受けながら、村長が村の活動を主導的に進めている。

地域によって特徴はあるだろうが、それぞれのコミュニティの連携は比較的しっかりして

おり、警報が発出された際にも近隣の人々がお互いに緊密に連絡を取り合っている。必要

とする情報や訓練の機会が与えられれば、コミュニティの防災対応能力を高める活動を十

分推進していく能力があると思われる。 

こうしたことから、各自治体におけるコミュニティへの防災対策を確実に推進していく

ためには、まず主導的役割を果たすべき災害軽減局（DDPM）と、行政職員および地域住民

に対する防災教育を実施・推進する防災アカデミーにおいて、現在規定されているものの

実際の活動には結びついていない部分の能力向上が必要である。また、コミュニティの災

害対応能力を向上させていくための活動を恒常的に行っていくために、日本の自主防災組

織などで現在積極的に行われつつある防災タウンウォッチングや DIG などの手法を取り入

れたコミュニティの主体的な活動を促す防災の取組みを、パイロット地域で DDPM の職員

とともに実施し、タイ国のコミュニティの実情にあった形で災害軽減局（DDPM）、防災ア

カデミーの活動の中に取り組んでいけるように、マニュアル作成などを検討することが考

えられる。 

 

２．住民への災害情報、避難情報等の伝達 

災害による被害を軽減するためには、いかに住

民に災害に関する情報を伝え、迅速な避難や対応

といった活動に結びつけるかが重要である。タイ

国では現在、津波被災後設立された国家災害警報

センター（NDWC）が一元的に災害全般のハザー

ド情報を入手し、関連機関に伝達する役割を担っ

ている。しかしながら、現状では津波早期警報発

信のための体制はできつつあるものの、洪水や地

すべりなどその他のハザードに関しては他の省庁

などとの連携もできておらず、情報収集・警報発

信体制は整っていない。 

住民への情報伝達については、津波被災 6 県に

関しては、被害想定が大きい地域を中心に、現在

NDWC から衛星を介して自動で警報発信をするこ

とが可能な警報タワーが設置されつつある。また、

衛星による伝達が困難な場合には、プーケット県

のパトン市のような先進地域においては、FAX や

電話により情報を入手し、手動で警報を発信する
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体制も整っている。警報タワーからの避難情報は多国語で発信されるようになっており、

観光客や移住民への配慮もされているようである。7 月 24 日にスマトラ沖で地震が発生し

警報が発出された際には、ほぼ確実な避難ができたようである。しかし、こうした仕組み

はまだ全国的な取組みとはなっておらず、今後その他の災害対応を含めた全国的な早期警

報システムの検討が必要である。 

また、警報タワーは地域住民の居住エリアなどを勘案し自治体により設置されるものの、

住民は警報タワーの存在や警報の種類についての情報・知識は主にテレビなどで入手して

いる状況で、住民への啓発が十分に行われているとは言いがたい。現在は住民の津波に関

する意識が高いため問題はないものの、検討が必要である。 

さらに、タワーが設置されている、いないにかかわらず、現在は警報発出時に多くの住

民はテレビ、ラジオ、友人・知人からの電話連絡を主な情報源としており、情報から取り

残され得る高齢者をはじめとする災害弱者への確実な情報伝達体制についてもまだあまり

検討されていない。災害軽減局（DDPM）の県事務所においても災害弱者の避難支援体制な

ども検討の課題としてあがっているようであるが、今後コミュニティレベルでの避難訓練

などを通して、実際に機能する体制を構築していく必要がある。和歌山県で実施されてい

るような避難援護者の登録なども参考にできる。 

各地域の津波ハザードマップの作成状況に関しては、津波被災６県に関しては災害軽減

局（DDPM）県事務所からの指導や各自治体の自主的な取組みによって準備されつつある。

しかしながら、パトン市のようにコミュニティリーダーや関係者を集めて防災（避難）マ

ップを作成している自治体がある一方、ハザードマップを技術者のみで作成している自治

体もあり、地域の実情に即した確実な避難計画策定のためには、今後災害軽減局（DDPM）

を中心として、策定過程への住民参加を必須のものとして推進していく必要がある。また

津波以外の災害については、地すべりに関して

は鉱物資源局（Department of Mineral Resources、

DMR）、洪水に関しては灌漑局（Royal Irrigation 

Department）がハザードマップを作成している

が、リスクの予測やより詳細な地図の作成につ

いては支援が必要と思われる。また、これらの

機関との協力により、災害軽減局（DDPM）が

コミュニティ参加型の防災（避難）マップを作

成できる仕組みづくりが必要である。 

また、防災（避難）マップの公共の場所での掲示については、津波被災地においては順

次実施を検討しているとのことであったが、まだパトン市で掲示が始まったばかりで、他

の自治体では予算上の問題等からできていない。また配布に関しても、災害軽減局（DDPM）

県事務所としては各戸配布を実施または実施計画中であるとしているものの、今回の調査

においてはあらゆるレベルで現物を入手することができず、配布が順調に行われていると
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は言いがたい。先進的な取組みを行っているパトン市においても、ホテルのマネージャー

を集めたセミナーでハザードマップについての説明・配布が行われており、各ホテルのス

タッフには基本的な避難情報が伝わっているものの、まだ宿泊客への情報提供は実施され

ていない。今後、日本の自治体のように災害発生の原因などの情報も含めた分かりやすい

マップを作成し、住民へのワークショップなどを通した配布を徹底する取組みが必要と思

われる。 

 

３．防災教育 

本調査において、さまざまな機会において「これだけの規模の津波はもう当分来ないだ

ろう」という発言が聞かれた。大きな被害を受け

た被災地の人々の意識でさえこうした状況である。

災害から得た教訓を次の世代に伝えていくことは

非常に重要であり、継続的な取組みが行われる仕

組みづくりが必要である。 

タイ国においては、これまでは学校教育では防

災はほとんど取り上げてこられなかった。学校教

育における防災教育のカリキュラムへの組み込み

は、コミュニティの継続的な防災意識の向上に大きな役割を果たす。本調査においてプー

ケット県の各学校では多くのイラストを使った津波教材がロータリークラブより配布され

たとのことだったが、こうした取組みを一度きりで終わらせてしまわないよう、各地域の

災害特性に合わせた教材を作成し、学校の副読本として規定するなどの取組みが必要であ

る。 

また、避難訓練を定期的な取組みとして学校教育に取り入れると同時に、日本の学校で

実施されている DIG（Disaster Imagination Game）や防災探検隊、災害シミュレーションな

ど生徒の主体的な活動を伴う訓練を実施し、自主的に防災に取り組むことのできる人材を

育成することが大切である。 

また現在、パトン市やナムケン村で津波モニュメントや津波ミュージアムの建設が検討

されているとのことである。阪神・淡路大震災の被災地でも人と防災未来センターが設立

され、地震を再現した映像が提供されていると同時に、被災者からじかに話を聞く機会も

提供され、学校の校外学習や修学旅行の訪問先として、数多くの児童・生徒が訪れ、非常

によい防災教育の場となっている。また、被災者にとっても災害の経験を語ることは、傷

ついた心のケアのために効果がある。日本はこうした災害に関する博物館が各地にあり、

そのノウハウについて紹介し、災害の経験を次世代に語り継いでいく取組みを支援してい

くことができるであろう。大規模な博物館である必要はないので、防災アカデミーの津波

キャンパスなどを利用することも考えられる。また、将来的には防災アカデミーの持つそ

の他の地域のキャンパスにおいても、日本の自治体が持っている体験型の防災センターの
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ような設備を持つことが検討されてもよいであろう。 

児童・生徒は次世代のコミュニティの重要な構成要素であるばかりでなく、家族や地域

のコミュニティに学校で学んだ知識を媒介することができる存在である。インド洋津波災

害においても、少女が夏休み前に学校で学んだ津波の知識が役立ち、付近の人々に避難を

呼びかけたため被害の軽減に結びついた例がある。日本の先進的な防災教育の取組みを活

かし、パイロット事業の実施により、タイ国の実情に即した学校の防災教育カリキュラム

作成や防災教育施設設立に関するコンテンツ作成への支援を行っていくことが、コミュニ

ティの防災能力向上のために効果的であると思われる。 
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調査団員レポート 
「タイ国防災能力向上プロジェクト形成調査」報告書 

和歌山県危機管理局総合防災課防災企画班長 佐々木真次 
派遣国：タイ 業務：自治体防災行政・活動 
期 間：2005年9月2日～9月6日 
 
１．自治体防災能力向上につき協力を行うための現況調査 

プーケット県 

パトン市 

・ 津波警報タワー 

4月にドイツの民間会社から無償提供されており、パトンビーチに3基整備済み。3基

のうち、1基は海岸線の真ん中ぐらいに、両端に2基があり、両端のタワーは、ホテル

の屋上に整備。 

3基設置する際には、技術者が住民数、観光客数等を検討し、音量等を決めたとのこ

と。 

市消防部局は、NDWC（津波警報センター）からの警報を受信し、津波警報タワーを

通じて、住民・観光客等へ、サイレンと５ヶ国語で伝達する。 

・ 津波避難訓練 

3月に、観光客も含めた避難訓練を実施済み。7月の地震では、警察と住民が誘導等の

活動を行い、計画どおりに避難できた。 

・ ハザードマップ 

パトンビーチでは、エリアを７つに分けて、住民リーダー等も参加し、マップを作成。

バッファゾーン（緩衝域）も設けており、本県で作成しているマップとほぼ同じと思

料される。また、住民にも配布済み。サインボード（市街地表示式避難地案内板又は

避難地案内板？）も、発注済とのこと。 

 

その他の地域 

・ 津波警報タワー 

タイ政府により、13基整備予定。 

・ 避難訓練 

10月にカマラビーチで実施予定。来年4月までに、13あるエリアで、避難訓練を実施

予定。 

 

パンガー県 

・ 津波警報タワー 

バーニヤンガに、タイ皇族・TRCの支援で整備済み。 

・ 避難施設 
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トイレ、備蓄などを備えた避難施設を建設中。 

・ 避難訓練 

ナムケンでは、6月に避難訓練を実施済み。しかし、7月の地震時には、住民はみんな

ばらばらなところに避難した。情報は、テレビ・電話などにより収集した。 

 

・ ハザードマップ 

今後、整備予定。 

・ 仮設住宅 

テント等の応急的な避難所はなくなり、被災者は仮設住宅に居住。現在、恒久住宅へ

の移転が進んでいる。漁船の製造等の所得手段、生計向上のためのトレーニングがN

GO等により実施されている。 

 

２．考えられる協力分野 

プーケット県では、既に避難場所や避難路、浸水域等を記載したハザードマップを作成

済みであり、観光客も含めた避難訓練なども実施しており、初歩的な対策は、タイ側の自

助努力で実施済みである。一方、パンガー県では、これらの取り組みは、始まったばかり

であり、全体的な支援が必要と考える。 

 

・ ハザードマップ作成支援（プーケット以外） 

住民参加の手法によるハザードマップの作成について、専門家を派遣し、支援を行う。 

 

専門家の役割 

○ DIG（災害図上訓練）を活用し、住民が主体となるワークショップを開催し、避難計

画を作成する。 
○ 住民の方に、ワークショップで学んだことを地域に持ち帰ってもらい、地域の防災

力を高めていく。 
 

１．行政が主導する津波避難訓練も重要ですが、「自分たちの地域は、自分たちで守る」

ということで、地域で津波避難訓練などを実施することがさらに重要。 
２．高齢者等の災害時要援護者の補助員をあらかじめ決めておく。 
・ 防災教育支援 

悲惨な津波体験をした子供たちに、「脅しの防災」よりも、｢たまに暴れるけれど、

普段は恵みをもたらす海（自然）とどう付き合えばよいのか、いっしょに考えようよ｣

というようなスタンスで、津波に対して正しく備えることを啓発していく。（富士常

葉大学小村助教授の資料参照） 

 

・ シナリオのない本部運営訓練、地域防災計画作り等の支援 
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会議メモ 

議題 DDPM との意見交換 

日時 2005 年 9 月 1 日（木）10：00 

場所 DDPM 会議室 

参加者 DDPM Mr. Soonthorn (DG), Mr. Suporn (国際協力課長)、Tel 02-2433518  

Mr. Adisak (防災アカデミー所長) 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（防災アカデミーの活動について） 

・ 6 つのキャンパス、それぞれに専門性を持たせているが、基本コースとし

て消防（Fire Fighting）を持っている。 

・ トレーニングコースは既に始まっている。（Civil Defense Volunteer に対し

て） 

・ 防災アカデミーの活動範囲を広げて、住民や民間セクターへのトレーニン

グも行いたい。 

・ 津波災害以降、津波、地震、洪水、旱魃など、活動領域を広げた。 

（タイが実施した（している）プロジェクト及び計画について） 

・ National Early Warning を立ち上げた。 

・ Terminal Station（Warning Tower）を Provincial、Municipal 地域で設立し、

情報収集のために使うようにしている。（プーケットで 3 つの Station 

Tower） 

・ ブイを設置し、波を観測、Warning Tower にリンクさせるようにしている。

Tidal Wave の予測を行う。 

・ ADPC、GTZ と共同で、コミュニティリーダーのトレーニングを行った。

・ 5 つの Province で、避難、リスクマップ作成のドリルを行った。プーケッ

トでも行っている。 

・ Province 毎に自分たちの Search & Rescue チームを作る予定である。 

・ Mobile チームを作り、災害時他の地域に救助に行かせることも考えてい

る。 

（コミュニティでの活動について） 

・ Local Authority（村落単位？）は災害時には重要な役割を果たし、自分た

ちで Search & Rescue ができるように、DDPM としては、この村落単位の

活動を支援していきたい。コミュニティと共に活動を行い、彼らを訓練す

ることを期待している。 

・ コミュニティとの連携が重要で、警報システムも、どのように住民やリー
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ダーに伝え避難させるかということが大事である。 

（その他） 

・ 日本政府には、Search & Rescue チームの装備のアップグレードや、チーム

の施設の建設、住民へのトレーニング用のモバイル機材、講義用に AV 機

器といったものをお願いしたい。 

・ 技術協力としては、Search & Rescue の技術を国際標準ぐらいまで上げたい

と考えている。 

・ 閣僚会議がパンガー県で行われる予定。議題としては、津波災害後の状況

についてというものになる。 

以上

 

 

議題 DLA（Department of Local Administration）との意見交換 

日時 2005 年 9 月 1 日（木）13：30 

場所 DLA 会議室 

参加者 DLA Mr. Warat 部長、Mr. Apiwat、他２名、TEL 0-2241-9000 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（タイの体制について） 

・ 県レベル、郡レベルで災害防止委員会を設置している。 

・ 行政制度は３つ、中央行政、地方行政（中央から人を派遣）、地方自治体

（村落単位？） 

・ 地方自治体は委員会に参加して意見を出すことができる。 

・ 災害が発生すれば、知事は会場を設置し、命令や支援を行うことができる。

・ 物資（救助物資、支援物資）が足りない場合は、知事の権限で自治体のも

のを使うことができる。 

・ 中央政府は地方に補助金を出し、災害時に利用するための情報センターを

設立している。無線を利用して、データのやり取りを行う。 

・ ２種類の補助金（予算？）があり、DDPM からのものは、中央政府→地方

行政レベルへ予算が回り、自由に使える。自治に対する補助金は自治体と

して予算を自分たちで決めて、自分たちで使うことになる。 

・ 小さな災害については、郡や地方自治体で解決する。大きな災害時には全

ての関係者が参画するが、中央政府は資金や技術を提供し自ら活動は行わ

ない。 

（避難について） 



 

 16

・ 知事が命令し、郡長が命令、地方の実施部隊が活動する。これに対し、地

方から適宜報告など情報が下から伝達される。 

・ 避難所などは、それぞれの自治体が自分たちで決定し、それを県が取りま

とめる。 

・ 避難所の選定の際は、学校や軍の会議室など、周りのインフラも含めて検

討する。 

・ 備蓄は基本的には地方自治体の資金で行い、足りない分は郡長の権限で補

助し、それでも足りない分は NGO 等の支援を受ける。 

（人材教育について） 

・ 中央政府でフレームワークをつくり、そのフレームワークの下で、県、郡、

地方自治体がそれぞれの計画を作る。最終的にはそれぞれの計画を統合す

る。 

・ フレームワーク作りは DDPM が行う。 

（DOPA と DLA の違い） 

・ 地域のセキュリティは DOPA、DLA はモニターを行い、福祉・ごみ処理

等も対応している。 

（その他） 

・ 法律的には、局毎で仕事が明確に分かれており、DDPM は防災、DLA は

地方自治体のサポートであり、防災分野において、DLA の責任範囲は少

ない。DLA としてはどこまでできるかわからないが、できることはして

いきたい。 

以上

  

 

議題 TRC との意見交換 

日時 2005 年 9 月 1 日（木）15：30 

場所 TRC 会議室 

参加者 DDPM Mr. Phan（Secretary General）、Mr. Sawanit（Asst. Secretary General）、

TEL02-251-7853 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（RC の活動） 

・ 災害後、緊急支援（物資の支援など）、医者・看護婦のサポート、血液の

提供などを行った。 

・ 現在は、リハビリのフェーズ 



 

 17

 生計の回復支援。漁船や漁具の提供。10 月末までに終了予定。 

 シェルター。80 件の恒久住宅の提供。学校、幼稚園、病院など最大

200 件提供する。オーナーはコミュニティとする。 

 奨学金。対象者は南部地域に限らない。両親が南部に出て被害にあ

っている可能性もあるので。 

 Public Utility。浄水場など。 

 キャパシティビルディング。再度災害が起こった際には、今回の TRC

の活動よりもさらに貢献したいので、活動についての調査も行って

いる。新しく事務所や倉庫も設立している。 

・ RC はファーストエイドトレーニングをトレーナーズトレーニングから始

めている。 

（他国 RC の活動） 

・ IFRC、他国の RC で 25 のプロジェクトを実施している。 

・ IFRC との協調で、スカンジナビアの RC が Search & Rescue、ファースト

エイドのトレーニングを行っている。海軍、警察、などがサポート。 

（その他） 

・ Disaster Preparedness にもっとも重点を置いて活動していきたい。 

・ 災害時には、子供、女性、老人、ハンディキャップを持った人を優先的に

避難等させる必要がある。 

・ ハザードマップ作成等の技術について、このような技術が TRC には必要。

資金的な技術は不要であるが、このような技術協力は協調して実施してい

きたい。 

・ プーケットは活動地としてはふさわしい（移動が便利）。 

・ ピピ島では、揉め事が発生しているので活動しにくい状況である。 

・ UNDP のプロジェクトについてはよく知らない。 

以上

 

 

議題 本沢 SV との意見交換 

日時 2005 年 9 月 1 日（木）18：00 

場所 JICA 会議室 

参加者 JICA 本沢 SV、石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（GISTDA 要請書について） 

・ 要請書の内容は Warning なども含まれているが、実際に行ってもらいたい
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のは GISTDA への技術協力である。衛星画像は多く購入しているが、そ

の利用方法については、あまり研究されていない。衛星画像の有効利用方

法についての技術協力を必要としている。（６つの衛星画像を購入してお

り、今後自分たちの衛星も飛ばす予定。） 

（その他） 

・ 基本地図（1/50,000）は作成しているが、更新されていない。 

・ 衛星画像から植生変化を判別し、現地調査を加えて災害の痕跡調査を行え

る。 

・ 日本では内閣府が衛星画像を利用しての痕跡調査を実施している。 

・ DMR は海岸線の測深を実施する予定である。 

・ インドネシアはドイツの ODA でブイの協力がある。（ドイツは未経験分

野） 

・ 気象局は台風情報などを出している。警報センターとの役割分担が不明。

・ DDPM 内には GISTDA の活動、得られる情報について興味を持っている

人がいた。 

・ バンナム県が一番復興している。 

以上

 

 

議題 Disaster Prevention and Mitigation Academy との意見交換 

日時 2005 年 9 月 2 日（金）10：00 

場所 DPMA 会議室 

参加者 DPMA Mr. Adisak (防災アカデミー所長)、他多数、TEL 0-2243-2218 

JICA 石渡、児玉、松元、本沢 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（津波スクールについて） 

・ 南部の津波被災地域に津波スクールを設立予定。9/26 にオープニングセレ

モニーがある。（Phang-Nga 県） 

・ 同日に現地住民を対象として、避難訓練を行う。インストラクターはアカ

デミー。 

・ 同スクールでは、リーダーを対象にしたトレーニングも行う予定。 

・ １タンボンで、10 人のサーチ＆レスキューチームを作りたい。 

（警報・避難について） 

・ 警報、避難命令を出すのは、警報センターとなる。（だろう） 

・ 警報や避難の命令については Civil Defense Committee で検討される。 
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・ Civil Defense Low では Minister of Interior が災害対策を受け持ち、県知事が

警報・命令を出すことになる。 

（その他） 

・ チェンマイなど他の地域のキャンパスは、8/16 に設立された。 

・ 他の災害としては、地すべり、洪水が重要な分野である。１番は津波対策。

・ 洪水・地すべりなど、専門家を出してもらえれば是非とも受け入れたい。

・ Disaster Management の研修コースでは、以下のコースがある。 

 Disaster Management Plan 

 Disaster Prevention and Mitigation Plan for Executive Official 

 Disaster Prevention and Mitigation for Provincial Level 

 Safety？ 

 Community Disaster Reduction 

 Emergency Medical Service 

・ 県の DDPM 事務所は知事のサポートを行う。 

・ DDPM 職員はバンコクで 900 人。全国で 30,000 人程度。 

（GIS 講義中） 

・ 大学から GIS の専門家を講師として呼び、Provincial の DDPM オフィサー

の研修を実施していた。規模は 50 人程度であった。Province の DDPM ス

タッフは 10 名程度。5 週間のトレーニング。 

（消防の講義中） 

・ 60 人ぐらいを対象者として、消防の訓練を実施中。 

・ DPMA の 12 の地方センターから 5 人ずつ参加している。13 日間のトレー

ニング。 

以上

 

 

議題 Asia Disaster Preparedness Center との意見交換 

日時 2005 年 9 月 2 日（金）13：30 

場所 ADPC 会議室 

参加者 ADPC Dr. Suvit Yodmani（Ezecutive Director）、 

Mr. Loy Rego（Director & Team Leader, Disaster Management Systems,  

Tel 02-2524-5353） 

JICA 石渡、児玉、田村、松元、本沢 SV 
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報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（DDPM への協力） 

・ 現在、アカデミーを通じ 30 ぐらいのコースを実施中。→Website で閲覧で

きる。 

・ 基本は、ファーストエイド＋サーチ＆レスキューである。津波に対する

Community Based Disaster Management を展開している。被災地 6 県に対し

て、来年 3月までの間に以下の 4コースのトレーニングコースを実施予定。

 First Aid, Search & Rescue 

 Community Based Disaster Reduction Management 

 危機管理（Crisis Management） 

 被害・災害評価（Damage Assessment） 

・ 被災地のニーズアセスメントも行っている。 

・ 公衆衛生などのプログラムなど、45 程度のプログラムを実施中。 

（警報システムについて） 

・ 首相、DDPM、NWDC と会合を持ち、津波警報システムのデザイン策定に

参画した。今後、タイ国の津波警報システムを潮位計（２基設置）などの

サポートを行う。 

・ 国の津波警報システムは装置がまだ整っていない。ブイは３つ購入予定。

ブイの使用の決定のための委員会が設置されており、サミット氏が議長、

Suvit 氏が副議長を務めている。 

・ Watch Tower は重要で、警報・避難のトレーニングに加えてこのような設

備も整える必要がある。 

（その他） 

・ 政府から資金的サポートは得ておらず、プログラム実施経費によってまか

なわれている。 

・ 津波のリージョナルセンターに対する支援も行っている。 

・ CIDA、USAID、UNDP、NORAD など、災害が少ないタイにはあまり注力

していない。地域的枠組みに力を入れている。 

・ ADPC には、16 カ国、55 人の Professional staff が勤務している。 

・ タイへの協力実施にあたっては、洪水、地すべり、風害、かんばつ等、他

の災害を含めることが重要。そうしなければ、協力の成果が根付かない。

以上
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議題 National Disaster Warning Center との意見交換 

日時 2005 年 9 月 2 日（金）15：30 

場所 NDWC 会議室 

参加者 NDWC Mr. Solarwith Saikasem、Advisor / Chief Expert、TEL 02-589-2497 

JICA 石渡、児玉、田村、松元、本沢 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（NDWC の業務内容） 

・ 津波の予警報を責任を持って行うことになっている。 

 簡単なエクセルでの計算式によって予測をしている。日本の気象庁

（山本氏）にも見てもらい、簡易ながら実質的なものと考えている。

 地震発生後、2 時間ぐらいで津波が到達するという想定なので、45

分の避難時間を考慮しても手計算で十分対応できる。 

 どのような場合にどのような内容の警報を発信するか基準を設定済

みである。 

 海底のベースマップの測量は終わっている。 

・ 将来的には洪水や地すべりの予警報も担当する。 

・ 防災計画策定の役割も担うことになるかもしれない（１週間前に首相より

伝えられた）。Province に対して災害軽減のアドバイスを行う。→現在の

組織体制・人員では不可能で 500 人は必要である。今後 DDPM と打ち合

わせを予定している。 

・ 24 時間、年中無休の業務形態である。 

・ 人数は 100 人、うち、技術者は 60 人程度。 

・ リスクマップの作成も行う。 

・ 環境天然資源省からもスタッフが来ている（コンピュータも）。 

・ 7/25 の地震の際は警報を出した。空振りに終わったが、夜中にも関わらず

住民は 90％程度避難した。住民からの非難の声は今のところない。 

（DDPM についての意見） 

・ DDPM は全ての村のリーダーにいたるまでのネットワークを持っている。

・ DDPM は総合的な防災に対する役割を担うはずであるが、現在、災害後の

対策にばかり力を注いでいる。被害抑止に対する活動・プロジェクトを実

施していない。防災についてのマスタープランもない。 

・ アカデミーではレスキューや避難などについてトレーニングや計画を行

っているが、地形的に避難にふさわしくない計画もある。（地形図を基に

した計画策定を行っていない。） 
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・ 本来であれば、DDPM の下にこの NDWC は設立されるべきであるが、そ

のようになっていない（現在は首相府の参加にある）。DDPM にキャパシ

ティがないためである。 

・ 災害に対する Plan Do Check Action のサイクルは DDPM が実施しなければ

ならないが、できていない。また、防災のマスタープランもできていない。

・ 災害対策の機関同士が組織としての縦のつながりを持っていないため、ま

とまらないし、DDPM としても命令を出せない。 

・ DDPM は新しい組織であり、技術者が多い。優秀な人材は多いはずなので、

正しい情報を与えれば、的確に動くことができるようになるはずである。

（防災に対する意見） 

・ 防災はもっと深く検討されなければならない。 

 リスクマップなどを基に、街づくりの計画をしなければならない。

 地震対策などであれば、建築基準なども見直す必要があり、国家の

将来も考えて大学の講義にも地震に関する講義が必要となる。 

 デザイン、許認可なども検討しなければならない。 

 災害時、どこに避難するか、何人避難することになるのか、その場

合生活必需品の備蓄はどのようになっているか、他の地域からの支

援はどうなるか、などもっと深く検討されなければならない。 

・ Mitigation Plan は知事の権限で実施されることになっている。 

（技術協力に対する意見） 

・ 数日間のトレーニング、セミナーだけでは事業の実施は不可能。 

・ ブイの協力については、リードタイム、メンテナンス、配置数などを考え

ると現実的ではないと考えている。 

・ 多国間協調より先に自国内の防災体制を築く必要がある。 

以上

 

 

議題 プーケット県視察 

日時 2005 年 9 月 3 日（土）10：00 

場所 プーケット県 

参加者 県 DDPM Mr. Theerasak Tel 09-733-5348 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜パトンビーチにて＞ 

（津波タワー） 

・ 現在津波タワーはプーケット県に３つ建設されている。ドイツとスウェー
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デンの支援。パトンビーチに３つ。海岸線の真ん中ぐらいに１つ、端に２

つ（端はホテルの上）。太陽電池により稼動している。 

・ 残り１３はタイ政府により建設予定。 

・ NDWC からシグナルを受け取り、サイレンと警報が５ヶ国語で出される。

（避難について） 

・ 避難時は県の DDPM からや、軍セキュリティーを送り、誘導をする。 

・ 3 月に避難訓練を実施した。避難訓練には、観光客も参加した。 

・ 避難については、規則・マニュアルを作っている。 

・ 避難マニュアルは全てのエリアで作成している。ただし、独自に作ってい

るものではなく、同じもので、避難場所の違いなどが変わっている程度で

ある。 

・ 避難マニュアル（避難地域など）は住民リーダーの参加によって作成して

いる。 

・ パトンビーチの場合はエリアを７つに分けて、それぞれの場所でどこが避

難場所かを分けている。 

・ リスクマップ、避難マップは作成済み。大きなサインボード作成を発注済。

・ パンフレットも作成済みで、すべての住民に配っている。再度印刷してい

る。 

・ 9/9 に空港での避難訓練の計画がある。 

・ 10 月にカマラビーチで避難訓練を実施する。今後全てのビーチで行いた

い。3 ヶ月に 1 回ぐらい避難訓練を実施する予定。 

（7 月の地震時の避難について） 

・ 地震発生時は計画通りに避難できた。 

・ 車の事故もなかった。 

・ 警報を聞いてから 20 分で避難できた。（40 分の想定であった。） 

（タイ側からの質問など） 

・ 和歌山では何か問題はないか。 

 県が警報を出しても、警報を出さない市町村がいたこと。警報を聞い

た住民も避難活動に移らない。 

・ 7 月の地震の際、結局津波は発生しなかった。これに対し、住民は不満を

持っている。どのように解消していくか。 

 常に、住民を啓発し続けることが重要。 

・ シミュレーション訓練というのを聞いたことがあるが、どのようなもの

か。 

 災害時のシナリオをわずかな人しかしらないというものだと思う。

・ 今後、作成した計画や活動をもっといいものにするために協力してほし
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い。 

 

＜カマラビーチにて＞ 

・ 一番被害の大きかった地域。フラットな地形であるので被害が大きかっ

た。 

・ 小学校の再建プロジェクトを実施中。タイの王室、スウェーデン RC、World 

Vision の支援で実施中。屋上に避難所を持っている。もともとは小学校で

あるが、高校まで一緒にする予定。 

・ 10 月に避難訓練を実施予定。 

・ カマラに津波スクールを作ることになっている。 

・ 教育省が津波教育をカリキュラムに入れるとしている。 

・ 避難マニュアルは次のアドレスでダウンロードできる。 

 www.disaster.go.th 

以上

 

 

議題 パンガー県視察 

日時 2005 年 9 月 3 日（土）15：00 

場所 パンガー県 

参加者 県 DDPM Mr. Sawat TEL 01-085-6191、他２名 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜仮設住宅にて＞ 

（DDPM の説明） 

・ タイ王室（資金支援）、TRC（オーガナイズ）の支援でできた仮設住宅村。

・ マネージメントは県 DDPM。 

・ 仮設住宅はスラタニにある地域 DDPM の持ち物。組み立て式で、備蓄さ

れていたもの。 

・ 今のところ、仮設住宅の期限はなく、恒久住宅ができるまで居住できる。

・ パンガー県全体で仮設住宅数、避難住民数などは把握できていない。 

 他の省庁や機関、国際機関、NGO が支援したものなどがあり、全体

的には把握できていない。（すぐ近くに、社会開発人間安全保障省の

支援の仮設住宅もあった。） 

 これらの数を把握する責任機関は DDPM のようである。 

 毎月、タンボン→郡→県という経路で情報が入ってくることになっ

ている。 
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・ 県の DDPM スタッフは 15 人いる。 

・ NGO がバイクの供与をしていた。 

・ ナムケン村から来た住民が多い。 

（住民（女性）へのインタビュー） 

・ 4 人家族。 

・ 9/5 にもとの村に帰る予定。でも怖いので帰りたくない。 

 （県 DDPM より）ナムケン村には警報タワーを建設（３個）するの

で心配ない。 

 パンガー県全体でタワーは 10 個作る予定。 

・ （インタビューの当初は戻りたくないとのことであったが、その後インタ

ビューを続けていった後でのコメント）戻るのは問題ないが、警報タワー

は是非ほしい。 

 タワー建設の予算は確保している。（ICT 省の資金） 

 避難マップなどは作成しているところである。 

・ 家は 4m×9m、9m×9m の 2 部屋と聞いている。 

・ 現在の仮設住宅は郡の事務所の敷地内。仮設住宅撤去後に整地する。 

・ 帰った後の収入はわからない。ボートをもらえる住民は漁を続けられる

が、そうでない場合はわからない。以前はアイスクリーム売りをしていた

が、機材はなくなってしまった。 

・ 今は、建設工事などの日雇いに従事している。 

・ 生計のためのトレーニングは行われているが、それらは全く恒久的なもの

でない。工作によってバスケットなどを作っているが、市場がない。 

・ 子供は、もとの学校に戻ることになっている。（学校全部が壊れているわ

けではないので。） 

 

＜ナムケンにて＞ 

・ チャンビール社（ビール会社）の出資で住宅を建設中。 

・ ARC の支援で船を建造中。 

・ 以前は大きな船があったが、今は小さなものしかない。 

（ナムケム村村長へのインタビュー） 

・ 4400 人いた住民が現在は 1500 人程度になっている。今後、仮設住宅から

戻ってくるので、もう少し増えていくと思う。 

・ リーダーの下に 4 人のアシスタントがいる。また、現在は一時的に軍から

人が派遣されている。彼らからは、住宅建設のモニタリングなどの支援を

もらっている。 

・ 海岸線から 1.5km ぐらい海水が遡上した。 
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・ 住宅については、元の場所に戻らなくてもよい。元の場所が嫌であれば、

海岸線から離れたところに住んでも構わない。 

・ 現在避難している住民は全部で 5 箇所ぐらいに散らばっている。 

・ 津波を防ぐ構造物を建設してほしいと思っている。 

・ 避難場所は、学校と宗教施設である。 

・ 7 月の地震の時には、住民はみんなばらばらなところに避難した。たまた

ま軍関係者が近くにいたため、誘導などの支援があった。 

・ 情報は、TV、電話などで手に入れた。 

・ 6 月に避難訓練を実施した。 

・ 津波以前はコミュニティとしては強いものがあったが、現在は（避難して

いる人も多く）ばらばらになってしまっている。 

・ 自分はたまたま、息子のところ（プーケット）に奥さんと行っていたので

無事であったが、ここにいた親戚はほとんど失った。 

 （話している途中から、思い出し涙を浮かべていた。最後はがっか

りした様子になっていた。インタビュー終了） 

 

＜バーニヤンガ？警報タワー建設済み＞ 

・ （到着時、タワーから音楽が流れていた。） 

・ タイ王室、TRC の支援でタワー建設済み。 

・ シグナルが NDWC から送られると、自動的に警報が出される。日本語の

放送もある。場所によって言語は異なる。（ミャンマー人のいるところは、

ミャンマー語も出される。） 

・ 避難施設を建設中。備蓄、トイレなどがある。通常時の利用方法は決まっ

ていない。 

・ 避難のための看板（サイン）は県ごとで作っている。全国統一されたもの

ではない。現在は一時的なものを使っている。 

・ 海岸線から 3kmのところまで船が打ち上げられた。（王室を守る専用の船。

津波発生当時、王女が当地に来ており、王女の息子が亡くなった。） 

 

以上
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議題 Paton Municipality との意見交換 

日時 2005 年 9 月 5 日（月）10：00 

場所 Paton Municipality 

参加者 Paton Municipality Chairat Sukkaban（Deputy Mayor）、TEL 076-342694 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（警報タワーについて） 

・ 警報タワーは、ドイツの民間会社から 4 月に無償で提供された。 

・ シンガポールと衛星を通じてリンクしている。 

・ 3 基設置する際には、技術者が住民数、観光客数等を検討し、音量等を決

めた。（130db） 

・ 7 月の津波警報の際は衛星システムが機能していなかったので、FAX によ

り情報を入手し手動によって津波タワーから警報を発信した。（Fire 

Department に FAX 情報） 

・ 警報に関しては、無線（ラジオ）システムも利用している。 

（消防部局について） 

・ Fire Department は Paton Municipality 内の組織である。 

・ Fire Department の人員は 60 人、ボランティアが 158 人いる。ボランティ

アはホテル、スーパー、コミュニティリーダーなどの地元の人々である。

ボランティアはコミュニティ組織内の人々でその中にリーダーがいる。 

・ Fire Department が今回の津波対策の責任機関である。 

・ 7 月の津波警報の際、警察と住民がともに誘導等の活動を行った。 

・ どのようにツアー客を誘導するかを事前に検討していたので、問題なく実

施できた。 

（サインボードについて） 

・ 現在はサインボードを発注しており、ハイシーズンまでに間に合うように

なっている。 

・ 予算としては、他の Municipality では問題があると思われる。 

・ 避難訓練、サインボード等の資金については、Municipality が立替で支払

い、DDPM から認められれば後から返却される。 

・ DDPM の役割はほとんどない。実施したいプロジェクトがあれば、DDPM

にプロポーザルを提出し、認められれば資金が充てられる。ただし、DDPM

など中央省庁の動きは遅く、急いで実施したいときは当てにならない。避

難マップは DDPM と一緒に作ったことになっている。 
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（他からのサポートについて） 

・ ドナー、NGO 等のサポートも受けていない。 

・ リスクマップ、避難マップ、避難訓練などのアイデアは、DDPM からもら

った。 

・ Municipality 独自でトレーニングも実施しており、警察、軍、海軍などに

講師を依頼している。（コミュニティリーダーも呼んでいる。） 

（その他） 

・ DDPM のキャンパスはあまりよく知らない。 

・ 来週、東京、神戸に出張予定である。 

・ 避難訓練、避難活動など、他の方法を知らないので、教えてもらいたいと

思っている。 

以上

 

 

議題 Provincial DDPM との意見交換 

日時 2005 年 9 月 5 日（月）14：00 

場所 Provincial DDPM オフィス 

参加者 県 DDPM Mr. Theerasak Tel 09-733-5348 

JICA 石渡、児玉、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（県 DDPM の体制） 

・ 県の DDPM の役割は次の４つ 

 実施・運営（Administration and Management） 

 予防活動（Prevention activity）の政策や計画策定 

 関係機関調整やサポート 

 海外（外部）からの人員に対するサポート 

・ 災害時には、県知事とともに働くことになる。 

・ メインは政策や計画策定で、実際の実施については、各郡に任せている。

・ 県 DDPM は計画上は 15 人であるが、実際は 5 人である。 

（郡、タンボン等へのサポート体制） 

・ DDPM は知事と村との架け橋になる。 

・ 知事からの命令を下に伝え、下からの要望を上に伝えるというものであ

る。 

・ 避難訓練については、知事が何をするか、政策を決定。DDPM は直接コミ

ュニティリーダーに伝える。 
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・ 関係部局には必ず DDPM 担当がいる。 

（マップ作成へのサポート） 

・ 知事がミーティングを主催、郡、Municipality、コミュニティ、とのコーデ

ィネートを実施。 

・ 各地域で計画を作成し、Draft ができたら知事へ提出。その後の修正など

を DDPM が行う。 

・ パトン Municipality が予算的・人員的（技術者が中にいる）にも優れてい

るので、マップ作成等の業務も一番進んでいる。 

・ 県からは、統計データなどを各市町村に渡し、それを基に避難経路などを

検討している。 

・ 知事はマップを配布する計画を持っている。 

（避難訓練について） 

・ 今年は、既に実施済みのパトンに加えて、カマラで避難訓練を実施予定。

来年４月までに 13 あるエリアで避難訓練を実施する予定。 

・ 他の災害、洪水、火災、地すべりについても、年に２回訓練を実施してい

る（？） 

（リージョナルオフィスについて） 

・ リージョナル DDPM 事務所であるスラタニからは、サポートを得られる

体制となっている。 

（緊急オペレーションルームについて） 

・ DDPM が災害時にはオペレーションルームになる。 

・ 現在、前の場所から引っ越してきたところであるが、もうすぐ、緊急オペ

レーションセンターとしての機能を備える予定である。 

（アウェアネス向上について） 

・ 一般的な津波に関する事項について記載されたパンフレットを作成し、配

布している。プリント、配布は郡以下の責任である。 

・ 教育省は津波も含めた災害に関する教育を実施する予定。 

・ 住民を巻き込むこと、住民に対して教育を行っていくことは重要である。

・ 他の機関やコミュニティリーダーに対する支援として、津波に関する講義

を大学を通じ行っている。 

・ 防災アカデミーのプーケットのキャンパスはタランにあり、先週土曜日に

もトレーニングを実施した。 

 講師はスラタニリージョナル DDPM スタッフ 

 対象者はガバナー、メイヤー、リーダーなど 

 内容は火災について 

・ 住民のアウェアネス向上のための活動としては、津波以外の災害、風害・
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水害についてラジオなどで伝え続けることであると思っている。 

・ また、トレーニング、避難訓練はアウェアネス向上のための、国家として

の計画の１つである。 

・ 一番重要なのは教育で、たとえば津波以外の災害では、避難勧告などを無

視し、時々事故をおこしている。 

・ 県の職員が出向いて講義を行ったりしている。（たとえば、ヘルスセンタ

ーへのファーストエイドの講義など。） 

・ アウェアネス向上の戦略としては、住民・コミュニティに自ら考えさせ、

要望を持ってこさせるということを考えている。そうすると、コミュニテ

ィのオーナーシップが生まれる。 

・ ロータリークラブが子供への防災教育のためのパンフレットを作成して

いる。 

（計画について） 

・ どの程度の地震があれば、職員は DDPM オフィスに行かなければならな

いか等の判断基準も持っている。 

・ さまざまな活動は、日本や他の国を参考にして、国家計画なども作成して

いる。 

・ 国の災害対策計画は津波発生後改定している。国バージョンは３年に１回

改定、県は毎年改定。 

以上

 

 

議題 気象局（Thai Meteorological Department（TMD）との意見交換 

日時 2005 年 9 月 6 日（火）10：00 

場所 TMD 会議室 

参加者 TMD Mr. Kriengkrai Khovadhana（Deputy Director General）、 

Mr. Burin Wechbunthung, Thailand Seismology Division, 02-399-4547、 

他 3 名 

JICA 石渡、田村、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜先方プレゼンテーション要旨＞ 

（地震計について） 

・ 現在 11 基設置している。Short Period として 2006 度末までに 15 基、2006

～2008 で 30 基、2008 年以降は 45 基に増やす予定である。 

（津波対策について） 

・ 警報タワーは 2006 年末までに 62 箇所に設置する予定。 
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・ 海上での津波観測のためのブイは現在検討中で、どこから購入するかも決

まっていない。 

 （後の協議にて）今年の 10 月までに仕様を決めなければいけない。

 今年中に、調達に必要なすべてのものを準備しなければならない。

・ 地震・津波のデータベースを構築する予定。 

・ 現在 3 箇所に潮位計がある。今年、これを 6 箇所に増やし、翌年には 9 箇

所に増やす。 

・ 津波に関しては、データを外部から収集し、分析・解析し結果を住民に伝

えるということをしたい。 

・ 津波の破壊力軽減のため、消波ブロック、マングローブなども必要と考え

ている。 

・ 4 月に避難訓練を行った。 

・ 地震・津波の専門家育成が必要。 

＜プレゼンテーション後の協議内容要旨＞ 

（先方要望について） 

・ 地震・津波に関する研修を行ってほしい。 

・ 地震・津波の専門家を派遣してほしい。 

・ 地震・津波の最新技術について検討してほしい。 

・ 津波ミュージアムを作りたい。 

（研修について） 

・ ２、３コースに分けて実施してほしい。 

・ JICA の地震学の研修は非常に有益であった。今後も続けてほしい。 

・ JMA と組んで研修を実施してほしい。 

（専門家派遣について） 

・ 地震モニタリングシステム計画の専門家を派遣してほしい。（短期で OK）

 大方の位置は決めたが、調査をして具体的な場所を決めたわけでは

ない。 

 仕様はまだ決まっていない。次年度（10 月）から始まる 3 年のプロ

ジェクトである。 

・ 津波シミュレーション、リスクマップの専門家を派遣してほしい。 

 →他の機関で実施しているので、TMD には不要。 

（最新技術について） 

・ ブイ、ケーブルシステム、GPS の活用などの最新技術について、いろいろ

と助言を受けたい。 

（ミュージアムについて） 

・ 人と防災未来センターのような施設を作りたい。資材などはタイ側で準備
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するが、どんな内容を揃えるのかなど、アイデアをもらいたい。 

・ 目的は、将来の子供達に伝えていくためである。住民の意識を高めたい。

（その他） 

・ 津波の専門家が TMD にはいない。 

・ 専門家は２週間というような短期間でなく、６ヶ月～１年程度で、長期間

滞在してほしい。 

・ 専門家派遣の要請書は今月中に用意したい。 

以上

 

 

議題 教育省との意見交換 

日時 2005 年 9 月 6 日（火）13：30 

場所 教育相会議室 

参加者 教育省 Dr. Charuaypon Torranin (Deputy Permanent Secretary for Education),  

Ms. Orachart Suebsith, Specialist, Bureau of International Cooperation, 

Office of the Permanent Secretary, Tel 02-281-6370 

JICA 石渡、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜協議内容要旨＞ 

（UNICEF プロジェクト） 

・ これまで、UNICEF とプロジェクトを実施した。津波の教材の配布である。

 予算は１million バーツ、4000 部のコピーを配った 

 3 種類で、1 つは児童用、1 つは先生用、1 つは？ 

 その他のプロジェクトは実施していない。 

（協力プログラムについて） 

-JICA より防災教育に関する説明- 

・ モルディブにおいて、小学生を対象にした防災教育を実施した。 

・ 4 日間程度のワークショップで、小学生を対象とした防災教育活動の他、

学校の先生や女性コミュニティとの協議も行った。参加者は非常に熱心

で、興味を持って取り組んでいた。 

・ 実施するとすれば、日本の春休みか夏休みが適当である。 

-タイ側より- 

・ タイは 3 月 10 日～5 月 15 日の間は休暇中である。しかしながら、3 月 10

日～3 月末までであれば実施できる。 

・ ビデオ教材も持ってきてほしい。（タイ語訳も行う。） 

・ 場所はプーケットで実施し、他の学校の先生も呼んで行いたい。 
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（その他） 

・ 中国、ベトナムからユースキャンプを受け入れた。児童と親が参加・交流

するプログラム。非常に高い人気であった。日本も行う。 

・ 今回の津波で 27 校がダメージを受けた。 

・ 東京都のビデオプロジェクトは非常に興味深いものであるので持ってき

てほしい。 

・ 津波被災に会った子供達の心のリハビリプロジェクトも考えてほしい。 

以上

 

 

議題 Department of Mineral Resources（DMR）との意見交換 

日時 2005 年 9 月 7 日（水）10：00 

場所 DMR 会議室 

参加者 DMR Worawoot Tantiwanit（Director, Environmental Geology Division） 

Dr. Sommai Techawan (Mr.), Chief, Foreign Affairs, Tel 66-2-202-3932 

JICA 石渡、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（DMR の活動について） 

・ 地すべりの Preparedness については DMR が実施している。 

・ 地すべりに関するパンフレットを 2003 年に発行した。 

・ 地すべりのハザードマップ作成は終わっている。（詳細なハザードマップ

はできておらず、1/250,000 の地図に基づいて作成している。 

・ 住民教育・避難活動を行っている。 

（住民教育、避難活動について） 

・ 早期警報のボランティアを募っている。 

 ボランティアやコミュニティリーダーに対して、教育・セミナーを

行っている。 

 集中豪雨が続くと危険、雨水の色、漂流物、音などと言った知識に

ついてボランティアに伝えている。 

 避難計画・警報計画などの計画策定も住民自ら実施する DMR として

はガイド役を務めている。住民のオーナーシップのためには、この

方法が最善である。伝達方法は、携帯電話、無線、バイク、のろし、

など自分達で決めさせる。 

 上流から下流までのネットワークも築くようにしている。 

 ドリルを 1 年に 1 回実施している。 
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・ 51 県が地すべりの可能性のある地方である。このうち、10 県で活動が完

了している。 

・ Preparedness の考え方としては、自分の身は自分で守ると言うことである。

（建設工事について） 

・ 日本（神戸）の山間部の保全はすばらしい。重要な地域については構造物

的対策も必要。 

・ 森林保全のために、地域によって（森林の保全地域など）は苗木の補助な

どがある。 

・ DMR に構造物設計などの技術者はいない。 

・ 建設工事については、Department of Public Work が責任を持っている。DMR

が作成したハザードマップはこれらの関係機関に提供している。 

（日本への技術協力の要望について） 

・ ハザードマップもそれほど詳細ではない。リモートセンシングの技術がほ

しい。 

・ 地すべりの警報に関する技術がほしい。 

 現在は、雨が降れば全域に警報を出している状況である。 

（その他） 

・ 昨年は大きな地すべりが 3 回、今年は大きな洪水が 1 回起こっている。 

・ 防災教育は北部で 9 月、10 月頃に始めている。その後 2 ヵ月後に中部・

南部で活動を展開する。 

・ DMR の活動については、web サイトから情報を参考にして実施している。

・ DDPM は住民にとって、何かあったときのコンタクトポイントになる。

・ 詳細なハザードマップ作成のプライオリティが最も高いのは、人口が多い

地域である。 

・ 地すべり警報について、何をクライテリアとして使っているのか。 

 →雨量データを使っている。日本は過去 30 年の災害時の情報をもと

に作成しており、データの蓄積なしには作れないだろう。 

・ 雨量データについては、都市部のものしかなく、山間部は雨の降り方や雨

量そのものが違うので、正確な雨量データがない状況である。 

以上
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議題 Geo-Informatics and Space Technology Development Agency（GISTDA）との意見

交換 

日時 2005 年 9 月 7 日（水）14：00 

場所 GISTDA 会議室 

参加者 GISTDA  Dr. Surachai Ratanasermpong (Director, Space Knowledge-Based 

Development Institute), Ms. Supapis Polngam (Chief of RS 

Application Section) Tel 02-940-6420、他 2 名 

JICA 石渡、田村、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（GISTDA の活動について） 

・ LANDSAT 5, SPOT 2, 4, 5, RADARSAT, NOAA-16, 17 のデータを取得して

いる。 

・ この他、IKONOS, Quiqbird, terr・・・・？のデータを購入している。 

・ 地形データを提供している。 

・ 山火事のモニタリング、水田・プランテーションのモニタリング、マング

ローブの変遷についてのモニタリング、さんご礁のモニタリング等を実施

している。 

・ リモートセンシングや GIS についてのトレーニングコースを年に 20 コー

ス実施している。 

（災害時の対応について） 

・ 衛星情報のセンターを設立し、衛星画像を簡単に利用できるようにした。

・ どのように利用するかのコンサルテーションも行った。 

・ データは無償で提供している。（ハードコピーやデータによる提供） 

（技術協力に関する要望） 

・ 災害データベースの構築（Disaster Spatial Databese） 

・ 災害リスクマップの作成 

 これらで作成したデータは無償で提供するつもりである。 

以上
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議題 TICA との意見交換 

日時 2005 年 9 月 7 日（水）16：00 

場所 TICA 会議室 

参加者 TICA Mr. Apirath Vienravi (Deputy Director General)、Ms. Panorsri Kaewlai

（Director, External Coperation Division II）、他 3 名 

JICA 石渡、田村、松元 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

・ 今回の調査の結果、Application Form が出てきたとして、どのタイミング

で実施に移るのか？ 

 通常の手続きとは別のトラックで検討する予定である。2005 年中に

は次のアクションに入るつもりである。 

・ 将来的には関係機関を呼んでのラップアップミーティングを行うように

したい。 

以上

 

 

議題 Royal Thai Police（RTP）との意見交換 

日時 2005 年 9 月 8 日（水）11：00 

場所 RTP 会議室 

参加者 RTP Pol. Col. Waranwat Karunayadhaj、 

Pol. Col. Prayoon Praepattanaprasit, Forensic Police Bureau、他 2 名、 

Tel 0-2205-3074 

JICA 石渡、児玉、田村、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（RTP からの要望について） 

・ 大災害が発生したとき、Police としてどのような体制を取ればいいのか、

どのような順序で何をすればいいのかということが決められていない。日

本の体制がどうなっているのか知りたい。災害が発生した後、Police は現

場の近くにいるため、その後の対応に貢献できるが、現在は何をすればい

いのかが決まっていない。 

・ 他の省庁との情報共有や伝達方法、役割分担についても知りたい。 

・ 新しい技術として、災害発生時すぐに対応するための、情報技術、衛星画

像の利用など、日本ではどのような技術が採用されているのかを知りた

い。 
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 現在、固定電話、FAX、携帯電話、無線などを利用している。 

・ レスキューは DDPM の管轄で、Police は関係ない。 

・ 避難時には誘導などのサポートも行う。重要な役割と認識している。 

・ 近隣諸国を交えての研修については、まだ伝えていない。プライオリティ

は低い。 

・ プロポーザルとして提出したが、人数や内容、実施時期、DDPM の防災ア

カデミー内での研修など、どのような対応になるかは JICA に任せる。 

以上

 

 

議題 United Nations Development Program（UNDP）との意見交換 

日時 2005 年 9 月 8 日（水）13：00 

場所 UNDP 会議室 

参加者 UNDP David Hollister, Disaster Recovery Advisor、Tel 02228-1853 

Yoko Nishimoto Programme Offcer, Responsive Governance Unit、他３名 

JICA 石渡、児玉、田村、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（UNDP のプロジェクトについて１） 

・ 支援の方法としては、タイの現在の取り組みをサポートするというもので

ある。 

・ コミュニティの災害からの復興に焦点を当てている。 

・ シージプシーとモスリムコミュニティをターゲットとしている。 

・ コンポーネントとしては、次の５つである。（内容は資料を参照） 

 Relief Center のサポート 

 コミュニティ組織のサポート 

 タンボンレベルでの参加型計画 

 伝統文化の伝達 

 情報・知識の共有 

・ テサバーンは能力があると判断しているので、タンボンレベルでの能力強

化を支援する。 

・ コミュニティとタンボンではレベル（規模・役割など）が違うので、それ

ぞれの視点でプロジェクトを検討している。 

（情報・経験の共有について） 

・ コミュニティ側から見てどんな問題があるのか・どんなことに挑戦してい

るのか、ローカルガバメントからみてどんな問題に直面したのか・どんな
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挑戦をしているのか、というのを調査する。 

・ 来月、スリランカ、インドネシアのコミュニティ同士の話し合いがある。

（UNDP のプロジェクトについて２） 

・ ADPC と一緒に開発プログラムを作成する。 

・ 早期警報システムへの支援 

 潮位計への支援を行う。 

 コミュニティレベルでの警報システムの支援を行う。 

・ その他のコミュニティレベルでの活動 

 危険情報を知っているのかなどの情報共有が必要。 

 タイ赤十字（TRC）はコミュニティと政府組織をつなぐ重要な組織

として認識しており、DDPM と TRC と一緒に Search & Rescue など

の即時対応のトレーニングを行う。 

・ 分野横断的に考えて、洪水や地すべりも含めて意識向上の支援を行う。 

・ Disaster Risk Information System の支援 

 マルチハザードの情報システム 

 誰に情報が必要か、どんな情報が必要かなどを調査し、データベー

スを構築する。 

 

（JICA プロジェクトへのコメント、提言） 

・ JICA のプロジェクトは、上からコミュニティへのアプローチ、UNDP は

コミュニティから上へのアプローチということで、リンクしてできれば有

効であると思う。 

・ マルチハザードと言っても、対象とするのは津波ばかりである。そんな中

洪水や地すべりなど別の災害への協力をするのは、この時期非常に重要だ

と思う。 

・ 地方自治体は、各自で各分野について取り組まなければならない。防災だ

けを実施すればいいわけではないので、地方自治体は大変になると思う。

・ 教育省は体制が変わったばかりである。ローカルのカリキュラムを策定し

なければならなくなっているので、DOLA と協力してカリキュラムに組み

込めるといい。 

・ 新しく来る専門家は ADPC に合うべき。UNDP にも。 

以上
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議題 Royal Irrigation Department（RID）との意見交換 

日時 2005 年 9 月 8 日（水）15：30 

場所 RID 会議室 

参加者 RID Mr. Charoon Pojsoontorn, Director, Office of Hydrology and Water 

Management、 

Mr. Chanchai Suvanpimol, Expert on Hydrology、他２名、TEL 0-2241-3348

JICA 石渡、児玉、田村、松元、本澤 SV 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（RID の現状） 

・ 気象局（TMD）のデータは、レーダーのみで、データが不足している。

そのため、流出解析などができず、予警報ができない。 

・ ダムの崩壊も起こるかもしれない（地震により？）。現在、調査中。 

・ RID のダムは 600 程度ある。崩壊の危険性の調査プライオリティもつけて

いる。 

・ 洪水のリードタイムは 6～10 時間程度である。 

・ 水位情報は５回/日、危険時には毎時情報収集している。 

・ バンコク都（BMA）とは、流域内の情報共有をしている程度である。 

・ TMD、海軍、RID で高潮の警報のクライテリアを決めている。 

・ 地すべりは業務範囲でない。 

（JICA への要望について） 

・ ハザードマップ作成能力をつけたい。（その後、住民へのアプローチは

DDPM という認識） 

・ ダムの安全性（耐震）設計について調査をしたい。 

・ 洪水の予警報に関して 

以上
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付属資料 6 プロジェクト形成調査 2 資料 

 

１．調査の背景 

2004 年 12 月 26 日に発生したスマトラ島沖地震に起因する津波により、タイは多大な被

害を受けた。この津波被害に対しては、日本国政府も国際緊急援助隊を派遣し、現地にお

いて被災者の捜索と救助を行った。JICA もタイ事務所が中心となって現地対策本部を設け、

同国際緊急援助隊の受入をはじめ、様々な協力を行った。 

その際、タイ国政府は諸外国および国際機関からの資金援助の申し出を辞退して、自ら

の予算と技術を駆使して復興に向けた取り組みを行うものの、技術協力については、諸外

国・国際機関からのオファーがあればそれを受ける用意はあるという立場を表明した。そ

の後、2005 年 1 月にはタイ国政府内に、副首相を座長とする津波被害後の環境・生活復興

の方策を検討する委員会を設置し、その下に３つのタスクフォースから成る諸外国・国際

機関からの技術協力を調整する機能としてサブ・コミッティーが置かれた。３つのタスク

フォースは、①珊瑚礁・沿岸環境、②自然災害、③生活向上であった。 

JICA としては、タイ事務所がこれらのタスクフォースに参加して、タイ政府および他国

の援助機関と情報交換・情報収集を行なった。また 2005 年 1 月末から 2 月にかけては、こ

れら３つのタスクフォースに対応する形で、本邦からプロジェクト形成調査団を派遣し、

JICA 事業における案件形成を検討するべく、各分野の専門的見地から調査を行った。同調

査の結果を踏まえつつ、タイ事務所は「タイ津波被害復興対策支援の協力計画（案）」を策

定し、津波の被害を受けたタイに対して JICA として取り組むべき方向性と課題を取り纏め

た。 

同計画を踏まえ、JICA は 2005 年 8 月末から 9 月にかけて、「タイ国防災能力向上プロジ

ェクト形成調査団」を派遣し、JICA 事業として実施する意義のある活動内容（枠組み）に

つき、タイ内務省防災局をはじめとする関係省庁・関係機関と協議を行った。 

その後、タイ内務省防災局をはじめ、教育省、気象局、農業協同組合省王室灌漑局から

それぞれ JICA 事業に対する要請書が、タイ外務省を通じて日本国政府に提出された。これ

らの要請のうち、防災局の要請については、防災局が防災分野の主務官庁であり、タイ国

政府の防災能力向上を図るためには、同局の機能強化が極めて重要であるとの認識のもと、

防災局に対する協力の可能性をより具体的に検討すべく調査団（「タイ国防災能力向上プロ

ジェクト形成調査（フェーズ２）」を派遣した。調査では、防災局をはじめとするタイ政府

関係機関と JICA 事業による防災分野の協力の考え方・取り組みに関する協議を行った。 

 

２．調査目的 

（１）タイの防災能力向上のために、タイの防災行政において防災局が果たすべき役割（他

の省庁との関係を含む）の確認と、その役割を果たすべく機能強化のための活動につき、

防災局をはじめ関係機関の理解と合意を得る。 
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（２）コミュニティー防災能力強化にも資する防災能力向上プロジェクトの基本的な考え

方と活動につき、防災局をはじめ関係機関の理解と合意を得る。 

 

３．調査期間 

平成 17 年 11 月 27 日（日）～平成 17 年 12 月 10 日（土） 

 

４．調査団構成 

（１）大井 英臣 （団長） 

JICA 地球環境部第三グループ防災チーム アドバイザー 

（元国際協力専門員） 

 

（２）北本 政行 （防災行政） 

アジア防災センター 所長 

 

（３）小西 伸幸 （協力企画） 

JICA アジア第一部第二グループ東南アジア第四チーム 主査 

 

５．調査日程 

別紙１のとおり。 

 

６．調査方針 

（１）防災局との協議 

１）国家レベルにおける防災行政能力の向上を図るために、防災局に求められる役割（特

に他省庁との関係）を確認し、防災局がその役割を果たすために必要な活動及び組織的

強化について協議する。 

２）地方レベルにおける防災能力の向上を図るために、コミュニティー活動を含む地方

レベルの防災活動の現状を把握するとともに、その強化のための方策について協議する。 

３）防災局と JICA の共催によるワークショップを開催し、わが国の国家レベルおよび地

方レベルの防災行政について紹介するとともに、コミュニティー活動についても事例を

紹介し必要性について理解を得る。 

４）上記の協議及びワークショップの結果を踏まえ「防災能力向上プロジェクト」の概

要（プロジェクト目標・成果）について協議し、取りまとめ合意する。 

 

（２）防災局以外の関係省庁（教育省、気象局等）との協議 

１）関係省庁の防災行政の現状を把握するとともに、防災局を中心に据えた「防災能力

向上プロジェクト」の概要を説明し、各省庁の関与について協議、確認する。あわせて、
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同プロジェクトの運営委員会への参画の意思を確認する。上記ワークショップ（JICA・

防災局）に参加してもらう。 

２）防災能力向上プロジェクト以外の要請が提出されている省庁（教育省、気象庁、王

室灌漑局）については、各要請の検討に必要な情報を収集する。 

 

７．調査結果 

（１）防災局との協議（防災能力向上プロジェクト） 

１）プロジェクトの枠組み 

11 月 29 日の局長表敬訪問のほかに、防災局関係者と合計 5 回の協議を行った。協議の

中では、タイの防災行政における防災局の役割やプロジェクトに対する防災局の考えを

確認すると共に、調査団側から当該プロジェクトの基本的な枠組みに関して意見を述べ、

率直な意見交換を行った。協議の結果は、両者の合意のもと最終日にミニッツに纏めた

（別紙２）。 

プロジェクトの基本的な枠組みについては、別紙３のとおりとした。その中で、特に

協議を行った事項は次のとおり。 

①プロジェクト目標 

設定した２つのプロジェクト目標のうち 1 点目は、防災局の防災行政の中枢として

の機能強化である。これは中央政府レベルで円滑な防災行政が実施されるよう、他の

関係省庁を巻き込みながら、防災局が防災行政の主務官庁としてその役割を果たすこ

とができるようになることにある。 

2 点目は、防災体制の強化には地方行政組織の機能強化が図られることが重要とい

う視点から、防災局の地域センターや県事務所をはじめ、郡・市（テーサバーン）ま

たはタンボンと村（ムーバーン）という縦のラインの中で防災に対する取り組みを強

化することを目標とした。 

なお、防災行政における防災局の役割と責任は、防災局が発行している「Roles and 

Responsibilities of Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior」に

記述されており、これに基づいて防災局を中心としたタイの防災行政能力強化を図る

ことが重要である。 

②成果 

成果は２つのプロジェクト目標に対応する形で設定した。すなわち、防災局の中央

省庁レベルでの機能強化に対応するものとして、次のものを挙げた。 

a) 国家災害管理計画が改善される。 

b) 防災局の他の関係機関との調整機能が改善される。 

地方レベルの機能強化のプロジェクト目標に対応する成果として、次のものを設定

した。 

c) 各地方行政レベル（県・郡・市・タンボン・村）の防災計画が改善される。 



 

 4

d) 防災局県事務所の調整機能が強化される。 

e) コミュニティー活動が重視され、一層活発になると共に、それらが国の防災行政の

中に位置付けられて計画・実施される。 

なお住民や関係機関における防災意識の継続性の重要度に鑑み、中央レベルと地方

レベルの両者に共通するものとして、次のものを設定した。 

f) 持続的な防災意識の向上体制が確立される。 

g) 防災分野における中央政府組織間および中央政府と地方組織（地方自治体、NGO

等）間の持続的なネットワークが確立される。 

③対象災害 

防災局からはビルの倒壊や化学災害なども対象とするよう要望が出されたが、調査

団側からは日本の協力のきっかけが津波被害であったことや限られた予算・プロジェ

クト期間を考慮視して自然災害に限定することにつき、合意を得た。 

さらに自然災害の中で防災局が重要と考える災害として、洪水、地滑り、地震、そ

して津波が挙げられた。重要度も、この順番であるとの説明がなされた。特に地震に

ついては、昨今、タイの北西部で地震が頻発していることから、地震を含めたいとの

要望が出された。これに対して、調査団側からは、日本側としては津波を対象から外

すことはできないとした上で、地震については統計的に死者が出ていないことと予算

的な制約から、a)洪水、b)地滑り、c)津波の３つの災害を対象とする提案を出し、防災

局の合意を得た。 

なお、防災アカデミーとの協議の中では、東北部を中心に渇水被害も深刻であり対

象に加えるよう要望が出されたが、最終的な防災局との協議の中で、地震と同じ理由

により対象から外すことで合意した。 

④対象領域 

災害管理サイクルとして、a) Prevention and Mitigation、b) Preparedness、c) Response、

d) Rehabilitation の４つのステップがあり、調査団側としては、Preparedness と Response 

に重点を置いた事業を展開することを提案した。 

これに対して防災局側からは、「Roles and Responsibilities of Department of Disaster 

Prevention and Mitigation, Ministry of Interior を引用しつつ、防災局の役割として

Rehabilitation も含まれることから、これら３つのステップを対象とするよう強い要望

が示された。協議の結果、Preparedness と Response に重点を置きつつも、Rehabilitation 

も対象領域とすることで合意した。 

⑤パイロットプロジェクトサイトの選定 

対象災害ごとにサイトを選定して、パイロットプロジェクトを実施することにする

が、サイトの選定については、まずは選定基準を定めた上で、日タイ合同で選定する

ことで合意を得た。タイ側とは、防災局だけでなく、他の関係省庁の意見を聞いた上

で決定したい旨、調査団から要望を出した。時期は、事前評価調査時、またはプロジ
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ェクト開始の初期段階となる。 

なお、選定基準は、今後検討をしていくことになるが、今回の協議の中では、a) 候

補地における当該災害の被害の深刻度、b)関係機関（防災局の地方組織のみならず、

当該災害に関係する省庁（王室灌漑局、鉱物資源局、教育省など）の地方組織等との

関係が良好であること、c）県知事の理解と取り組み状況、d)３つのサイトの地理的な

バランス、などに留意するべきという提案を調査団から行った。 

洪水を対象としたパイロットプロジェクトサイトとして、防災局からはプラチュウ

アップキリカーン県が挙げられたが、王室灌漑局ではチェンマイ県が、防災アカデミ

ーではコンケーン県が挙げられるなど、組織により異なる考えを有していることも見

受けられるので、今後、慎重に検討していく必要がある。 

⑥対象機関 

協力の対象機関としては、防災局本局の組織のみならず、地方センターや県事務所

も対象とする。特に地方レベルの防災体制強化もプロジェクト目標の１つとしており、

地方レベルの防災局関連組織が郡やテーサバーン・タンボンなど地方行政組織、さら

にコミュニティー組織をいかにリードし、調整機能を果たせるかという点が重要であ

る。 

⑦コミュニティー防災 

調査団の派遣前に本邦にて対処方針会議を行った時点では、タイにおいてはコミュ

ニティー防災の重要性の理解が浅いのではないかと危惧され、調査の中で、コミュニ

ティー防災の重要性につき、強調して説明をする計画であった。しかしながら、現地

調査の結果コミュニティー防災については、すでに UNDP などの活動で取り組みが開

始されており、防災局関係者においてもその重要性が認識されており、CBDRM

（Community Based Disaster Risk Management）という言葉も定着しつつあることが確

認された。 

⑧プロジェクトの活動 

プロジェクトの活動については、基本的には事前評価調査の際に協議を行うが、9

月に派遣したプロジェクト形成調査団が提案した４つの項目（政策提言、防災局の能

力開発、コミュニティーの能力開発、啓発活動）を踏まえた意見交換を行った。協議

の結果は、防災局側と基本合意に至ったプロジェクトの成果や目標などに反映されて

いるが、この 4 項目のうち、政策提言については、プロジェクトの初期の段階で特に

時間と労力を投入して取りまとめるのではなく、プロジェクトの主要なコンポーネン

トとして現行の防災政策や防災計画の改訂を実際の災害発生時に行われた対応状況

のレビューを踏まえて行うこととした。 

⑨防災アカデミー 

防災アカデミーからは、これまでも防災アカデミーの機能強化のための専門家派遣

の要請書が提出されている。今回の防災局との協議の中でも、地域の防災体制強化の
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ためには、まずは地域住民の防災のための研修を行うスタッフ（トレーナー）の研修

が重要であるとして、防災アカデミー訓練スタッフ研修への強い要望が出された。 

タイにおける防災能力向上のための協力については、従前から自然災害のみを対象

に限定することで外務省の理解を得ており、今回の調査においても、洪水、地滑り、

津波を対象災害とすることで関係者の合意を得た。このため、防災アカデミーについ

ても、本プロジェクトの範囲では、これらの災害との関係に限定した協力を行うこと

とする。 

 

２）日本の経験の紹介（ワークショップ開催） 

12 月 2 日午後 2 時から防災局において、日本の防災行政の現状（中央省庁レベルと地

方レベルでの取り組み）および防災分野における JICA の活動事例を紹介するべく、ワー

クショップを開催した。 

北本団員からは、「日本の災害管理システム」と「日本の市町村における災害管理」の

２つのプレゼンテーションを行い、日本の中央省庁における防災行政の体制や地方自治

体の防災への取り組みを紹介した。大井団長からは、「コミュニティーベースの災害危機

管理（CBDRM）」と題するプレゼンテーションを行い、コミュニティーを基盤にした防

災への取り組みの重要性と、カリブ地域における JICA プロジェクトの活動の紹介を行っ

た。 

ワークショップには、防災局次長をはじめ、防災局関係者のほか、教育省や気象局か

らの参加もあった。教育省からの出席者は、地方レベルにおける防災への取り組みが重

要であり、特に学校教育における防災教育が地域住民の防災意識の啓発に果たす役割の

重要性を強調し、こうした取り組みには日本の事例を参考にしつつ、また防災局とも連

携しながら取り組んで行きたいという旨の発言があった。 

なお、プレゼンテーションの配付資料と出席者リストは、防災局とのミニッツ（別紙

２）に含まれる。 

 

３）防災局からの要望 

11 月 29 日の防災局長（Mr. Anucha Mokkhavesa）表敬訪問時に、局長から次の 9 項目を

記載したペーパーが調査団に対して配付され、JICA のプロジェクトの中で取り組むこと

を検討して欲しい旨の依頼が出された。 

調査団がこの後、防災局の実務担当者との協議の場で、これらの項目につき詳細な説

明を求めたものの、調査期間中には防災局側からは十分な説明がなされなかった。この

ため、調査団から防災局に対して、各項目について、①防災局自身の取り組み状況、②

他のタイ国内機関との連携の状況（ある場合）、③他の援助機関からの協力の状況（ある

場合）、④JICA プロジェクトの中で期待することの４つの視点から説明した文書を、2005

年 12 月末までにタイ事務所経由で提出してもらうよう依頼を出した。 
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なお、調査団からは、プロジェクトの目標などプロジェクトの枠組みとの関係、予算

的な制約、他のドナーなどからの協力の有無、タイ国政府の他機関とのデマケーション

などの観点から、すべての項目を採択することはできず、提出される情報に基づいて、

さらなる検討を行うものである点、説明をした。 

 

【防災局から示された項目】 

① Information Management System (IMS) /Data Base System 

② Crisis Management (Incident Command System), including courses for Executives 

③ One Tambon One Search and Rescue Team 

④  Tsunami and Earthquake Communication and Information Dissemination System at 

community level 

⑤ Remote Sensing (RS) / GIS 

⑥ Tsunami Mitigation – Tsunami Forests etc. 

⑦ Study of Disasters in Thailand : Ranking in frequency and impacts 

⑧ Damage assessment and Need analysis (High Technology Approach) 

⑨ Retro-fit Techniques for buildings (to resist earthquake) 

 

（２）防災局以外のタイ政府機関との協議 

１）教育省 

教育省事務次官室国際協力室を訪問し、同省から日本国政府に提出されている学校に

おける防災教育のプロジェクトの要請（技プロ「自然災害管理における知識の普及」）に

触れつつ、同省の防災教育に関する考え方を防災局との活動連携の観点から確認を行っ

た。 

教育省としては、地域の防災体制強化における学校教育の重要性を認識しており、特

に現存する地域のリソースを活用した教育が重要であるとの意見が出された。このため

には、まずは学校教員や教育に携わる行政官への研修が求められており、日本からの協

力により学校教育における防災教育のための教材やカリキュラムの開発を期待するもの

である。 

防災局と教育省とのデマケーションについては、防災局は防災に関する活動を促進す

る役割を果たし、教育省は防災教育そのものを実施する役割を担っており、学校での防

災教育は教育省の管轄する事項であるとの説明がなされた。 

ただし実際の活動においては、防災局との連携は必要であり、防災局を実施機関とす

るプロジェクトへの参画については、そのプロジェクトの活動内容が明らかになれば（学

校教育など教育省の管轄する事項が含まれれば）、運営委員会への参加なども可能である

との意見が出された。 
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２）気象局 

防災局を実施機関とするプロジェクトにおける気象局の役割は、現時点では必ずしも

明確ではないが、気象局から日本国政府に対して提出されている要請（個別専門家「地

震モニタリングネットワークの導入と操作」）の内容を確認するべく、同局を訪問した。 

同要請は、タイ国内の地震観測の精度を高めるために、全国に設ける地震観測地点の

選定と設置する機材のスペックに関する助言を求めるものである。投入については、タ

イ側独自予算で購入する機材（システム）選定における指導・助言と観測地点（センタ

ー）選定への助言で、期待する投入（専門家の人数と派遣期間）については、現行の要

請内容よりもさらに小さいものでも対応可能である旨の説明を受けた。時期についても

フレキシブルであり、来年 4 月以降でも可能であるとの説明があった。 

最近頻発する地震の状況や気象局が国家災害警報センターへの情報の提供を行う役割

を担っていることを鑑みると、適切な地震情報を提供できるようになることは、タイの

防災体制強化の観点からも重要であると考える。また、日本人専門家の派遣が有益であ

るにしても、それが不可欠であるかどうか、必要性についてさらに検討が必要である。 

 

３）農業協同組合省王室灌漑局 

王室灌漑局は洪水対策において重要な役割を果たしていることから、その取り組み状

況につき情報収集を行うと共に、防災局を実施機関とするプロジェクトへの協力の可能

性につき確認を行った。同局からは日本国政府に対してダムの耐震設計に関する要請書

（個別専門家「ダムの耐震性診断」）が提出されているが、本件は本調査の対象である防

災局を実施機関とするプロジェクトとの直接的な関連性が薄いことから、同要請に関す

る協議は行わなかった。 

王室灌漑局においては、一部地域について洪水危機マップをすでに作成済みであるが、

これはチェックリスト方式の簡易なものであり、今後はさらなる改善が必要であるとの

説明であった。 

防災局との連携は、県レベルではすでに行われており、防災局を実施機関とするプロ

ジェクトが立ち上がった際に運営委員会に王室灌漑局が参画することの可否を調査団か

ら行ったところ、王室灌漑局からは可能である旨の回答がなされた。 

なお、対象災害の重要度については、洪水での死者はそれほど多くなく、むしろ土砂

災害による死者が多いことから、土砂災害のほうが洪水よりも深刻度が高いという点、

洪水を対象とするパイロットプロジェクトサイトとしては、チェンマイがその候補の一

つになるという防災局とは異なる意見が出された。この点については、今後、サイト選

定に向けた活動の中で、留意が必要になる。 

 

４）天然資源環境省鉱物資源局 

鉱物資源局は土砂災害に関するハザードマップを作成していることから、同局を訪問
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し、その取り組み状況につき情報収集を行うと共に、防災局を実施機関とするプロジェ

クトへの協力の可能性につき確認を行った。 

同局では、タイの全 76 都県のうち 51 県においてすでに 25 万分の 1 の地滑りに関する

ハザードマップを作成済みであり、さらに 5 万分の 1 のスケールのハザードマップを順

次作成しているとの説明があった（ナコンシタマラート県の 25 万分 1 のハザードマップ

を入手済み）。 

また雨季に発生する地滑りへの対応のために、コミュニティーベースの警報システム

の構築に取り組んでおり、防災局からも講師が参加しているとのことであった。 

同局はすでに、地震や土砂災害、津波の発生のメカニズムと発生時の避難の仕方等に

関するイラストや漫画を交えた小冊子を作成済みであり、これらのサンプルも提供され

た。 

調査団から防災局のプロジェクトが開始された場合に、合同のワークショップの開催

などで協力を得られる可能性を打診したところ、鉱物資源局からの同意を得た。 

 

（３）他ドナー等との協議 

調査団の滞在中、UNDP、ADPC、GTZ 等を訪問し、各組織が実施している活動内容をヒ

アリングすると共に、JICA が実施を検討している防災局を中心としたプロジェクト内容の

形成につき、意見交換を行った。 

コミュニティーを中心とした防災体制強化（Community Based Disaster Risk Management：

CBDRM）については、UNDP（ADPC）や GTZ でも取り組んでおり、既にその重要性は理

解され、活動も定着しつつあることが確認された。今後 JICA が、プロジェクトを実施する

際には、これらの活動成果を活用し教訓を生かすことが必要である。 

防災局の防災分野の主務官庁としての機能強化についても、GTZ も協力を計画しており、

こことの調整・連携も考慮する必要がある。 

アジア防災センターも、国連からの委託を受けて津波に関する防災教育のプロジェクト

を実施する計画であり（2005 年 12 月～2006 年 3 月）、この活動との連携も検討する余地が

ある。 

他ドナーは津波災害後、早い時期に協力を開始し実績を上げつつある。JICA としても早

急に対応が求められるが、津波災害のみではなく、津波災害をきっかけとして、タイの防

災行政能力向上に向けた活動が自立的に継続され、着実に成果が上がるようプロジェクト

を計画・実施する必要がある。 

 

８．団長所感（調査団からの提言） 

（１）タイでは、2004 年末のインド洋津波災害を契機に、災害警報センター等が新設され

防災関係組織が整備されつつある。コミュニティー防災を中心に様々な援助機関によるプ

ロジェクトが実施されている。政府にも国民にも防災の機運がいつになく高まっているよ
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うに思える。防災は掛け声だけでは進展しない。津波災害から時間が経つにつれて熱が冷

めることも避けられない。時機を逸することなく協力を行うことが望ましい。 

 

（２）「タイ国防災能力向上」のためには、まず国家レベルで防災行政の中枢としての防災

局の強化が必須である。そのためには研修も有益であろうが、防災局のイニシアティブで

関係機関を巻き込んだ活動を行うことが、防災局の機能強化、さらに対外的プレゼンスが

高まり調整能力の向上にもつながる。そのような観点から調査団としてもプロジェクトの

活動についていくつかの提案を考えたが、タイの事情に詳しくないこと、そして何よりも

オーナーシップ重視の立場から、まず防災局に自ら考え提案してもらうこととした。 

 

（３）地方レベルでの強化が国家レベルに劣らず重要である。日本と対比した場合、特に

地方自治体の防災体制の不備が目立つ。各地方自治体は防災担当部局を設置し防災計画を

作成することになっているが、実体が伴っていない。地方自治体の能力強化のため、津波、

洪水、土砂災害についてパイロット地域を選定し、住民、NGO 等と一緒に防災計画を作成

（または見直し）することを提案した。能力向上のためには、このように関係者が共同で

具体的な業務を行うことが基本的に重要であると考えたからである。 

 

（４）コミュニティー活動については、すでに実績もあり、マニュアルも作成されている。

必要性も認識され、CBDRM という言葉も定着しつつある。私の「コミュニティー防災の必

要性」と題するプレゼンテーションも「いまさら」という印象を与えたかもしれない。ド

ナーグループも、従来コミュニティー活動が往々にして independently に実施されていたと

いう反省から、今後の課題は、それらの活動を防災行政の中に位置づけて実施することで

あるとしている。 

 

（５）プロジェクトの実施に際しては、国際機関はじめ他のドナーとの連携を図ることが

望ましい。それぞれが重要な役割を果たしており、それらが互いに補完し、防災局のもと

に統括的に実施されタイの防災が進展するものである。また、UNDP、GTZ、ADPC などに

はすでに経験や教訓が蓄積されており参考になることが多いはずである。ESCAP は各国の

防災が世界的な流れに沿って推進されるよう、アジアで指導的役割を果たしている。 

 

（６）また、プロジェクトの実施に際し極力ローカルリソースを活用することが望ましい。

例えば Red Cross はローカル事情に詳しく（特にコミュニティー防災の場合は「言葉」が重

要である）、さらに、自らのリソースを提供しながら援助プロジェクトに参加している。AIT

にも優れた人材を有し、防災分野でも指導的役割を果たしている。 

 

（７）パイロットプロジェクトの趣旨は、プロジェクト終了後同様なプロジェクトが他の
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地域に拡大することを期待するものである。しかしこれまでの途上国での経験ではそのよ

うな意図が成功するケースは多くない。タイでは、災害の発生状況から防災が国の重要施

策として長期的に高い優先度を与えられるかどうか疑問であり、上層部の頻繁な人事異動

も気がかりである。「途上国」を脱したタイについては杞憂かもしれないが、サステナビリ

ティについてタイ側で真剣に考えてもらいたい。 
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タイ国防災能力向上プロジェクト形成調査（フェーズ２）日程 

No 日 活動 

1 11 月 27 日 日 タイ入国（小西団員） 

2 11 月 28 日 月 JICA タイ事務所との JICA 事業全般に係る協議（小西団員） 

   タイ入国（大井団長） 

   JICA タイ事務所との打合せ 

3 11 月 29 日 火 防災局長表敬訪問および意見交換 

   防災局関係者との協議（１） 

   防災局との協議を踏まえた JICA タイ事務所との打合せ 

   タイ入国（北本団員） 

   調査団内打合せ 

4 11 月 30 日 水 ADPC との協議 

   GTZ との協議 

   教育省との協議 

   UNDP との協議 

5 12 月 1 日 木 タイ外務省国際開発協力庁（TICA）表敬訪問 

   防災局関係者との協議（２） 

6 12 月 2 日 金 在タイ日本国大使館表敬訪問 

   防災局-JICA 共催ワークショップ 

   JICA タイ事務所への中間報告 

7 12 月 3 日 土 資料整理/帰国（北本団員） 

8 12 月 4 日 日 資料整理 

9 12 月 5 日 月 JICA タイ事務所との JICA 事業全般に係る協議（小西団員） 

10 12 月 6 日 火 気象局との協議 

   農業協同組合省王室灌漑局との協議 

   UNESCAP 訪問 

11 12 月 7 日 水 防災アカデミーとの協議 

   防災局関係者との協議（３） 

   防災局との協議を踏まえた JICA タイ事務所との打合せ 

12 12 月 8 日 木 防災局関係者との協議（４）およびミニッツ署名 

   天然資源環境省鉱物資源局との協議 

13 12 月 9 日 金 在タイ日本国大使館・JICA タイ事務所への報告（合同） 

    

   JICA タイ事務所との JICA 事業全般に係る協議（小西団員） 

   帰国（大井団長） 

14 12 月 10 日 土 帰国（小西団員） 
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「防災管理能力向上プロジェクト」概要 

 

１．上位目標 

タイにおける自然災害による被害が軽減される。 

２．プロジェクト目標 

 防災管理の機能と責任を担う主務官庁としての防災局の機能強化が図られる。 

 地方における防災管理関係組織の機能強化が図られる。 

３．成果 

 国家災害管理計画が改善される。 

 防災局の他の関係機関との調整機能が改善される。 

 各地方行政レベル（県・郡・市・タンボン・村）の防災計画が改善される。 

 防災局県事務所の調整機能が強化される。 

 コミュニティー活動が重視され、一層活発になると共に、それらが国の防災

行政の中に位置付けられて計画・実施される。 

 持続的な防災意識の向上体制が確立される。 

 防災分野における中央政府組織間および中央政府と地方組織（地方自治体、

NGO 等）間の持続的なネットワークが確立される。 

４．対象災害 

 津波 

 洪水 

 地すべり 

５．対象機関 

 内務省防災局（防災アカデミー、地方センター、県事務所を含む） 

 地方自治体の防災組織 

 ボランティア団体、NGO など 

 

以上 
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主要面談者リスト 

 

１．在タイ日本国大使館 

奥田 謁夫 二等書記官（技術協力取り纏め） 

岡部 大介 一等書記官 

 

２．JICA タイ事務所 

佐藤 幹治 所長 

奥邨 彰一 次長 

田村 えり子 所員 

 

３．外務省国際開発協力庁（TICA） 

Mr. Apirath Vienravi  Deputy Director-General 

Bilateral Partnership Cooperation Division 

Ms. Rumpuey Patthamavichaiporn Director 

Ms. Somsuan Howe  Program Officer 

Ms. Vitida Sivakua  Program Officer 

Planning and Monitoring Partnership Cooperation Division 

Mr. Voravud Tomon  Director 

Multilateral Partnership Cooperation Division 

Ms. Hataichanok Siriwadhanakul Program Officer 

 

４．内務省防災局 

Mr. Anucha Mokkhavesa  Director-General 

Mr. Pongpow Ketthong  Deputy Director-General 

Research and International Cooperation Bureau 

Mr. Suporn Ratananakkin  Director 

Foreign Relationship Sub-Bureau 

Ms. Luckana Manimmanakorn  Chief 

Ms. Chatchadaporn Boonyavaha Official 

Disaster Prevention and Mitigation Academy 

Mr. Adthaporn Singhawichai Deputy Director 

Mr. Piboon Panga  Deputy Director 

Mr. Apichai Srisopit  Plan and Policy Analyst 

Mrs. Ruamporn Kerdlarbpol  Plan and Policy Analyst 

Mr. Niruth Satuwong  Plan and Policy Analyst 
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長嶋 敏昭 JICA 専門家（消防庁からの派遣） 

※ 防災局における調査団との協議の出席者およびワークショップ参加者全員のリス

トは、調査団と防災局で署名したミニッツに添付されている。 

 

５．教育省事務次官室国際協力室 

Ms. Churairat Sangboonnum  Director 

Ms. Orachart Suebsith  Specialist 

 

６．農業協同組合省王室灌漑局 

Mr. Samart Chokkanapitark  Director-General 

Office of Hydrology and Water Management 

Mr. Charoon Pojsoontorn  Director 

Mr. Chanchai Suwannapimol  Expert on Hydrology 

Foreign Financed Project Administration Division 

Mr. Chatchai Boonlue  Director 

Mr. Somsak Vivithkeyoonvong Engineer 

 

７．天然資源環境省鉱物資源局 

Mr. Sommai Techawan  Chief, Foreign Affairs (Senior Geologist) 

Mr. Wisut Chotikasathien  Senior Geologist 

 

８．気象局 

Mr. Burin Wechbunthung  Chief, Seismic Monitoring Center 

 

９．国連開発計画  (UNDP) タイ事務所 

Mr. David Hollister  Disaster Recovery Advisor 

 

10．ドイツ技術協力公社(GTZ)  バンコク事務所 

Mr. Jurgen Koch   Director 

Dr. Martin Godau   Senior Consultant 

 

11．Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

Dr. Suvit Yodmani  Executive Director 
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会議メモ 

訪問機関 Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

日時 2005 年 11 月 30 日（水） 10：00-10：40 

場所 Asian Disaster Preparedness Center (AIT 内) 

出席者 （先方） 

Dr. Suvit Yodmani, Executive Director 

（日本側） 

大井団長、北本団員、小西団員、田村所員 

報告事項 ADPC から、現在、UNDP から委託されて実施しているプロジェクト（パン

ガー県ナムケン村における住民参加型のワークショップによる簡易なハザー

ドマップ作成の取り組み）につき、概要の説明があった。それ以外の先方の

主な発言は次のとおり。 

 

・調査団側から、前日に防災局から提示された JICA プロジェクトに期待す

る９つの活動領域につき、タイでの活動状況につきコメントを求めたところ、

「Crisis Management」と「Damage assessment and Need analysis」については実

施中であり、「One Tambon One Search and Rescue Team」はタイ政府自身が積

極的に推進している一村一品運動のコンセプトと合致するものであり、コミ

ュニティーベースの防災能力強化に通じるものがある領域であると理解して

いる。 

・防災局職員への研修が重要であり、特に実務者というよりは管理職クラス

（部長や局次長クラス）がコミュニティーベースの防災管理能力向上の重要

性と取り組みにつき、理解を深めることが求められている。 

・地方レベルにおいて有効な防災計画が策定されることが重要であり、タン

ボンの防災計画と、その下部組織である村の防災計画の策定にあたっては、

両組織の関係者が十分な協議を行い、お互いが連携し合うものが作成される

必要がある。 

・地方レベルの活動については、郡レベルまでは防災局自体が直接関与でき

るが、さらに下部の組織になると内務省のコミュニティー開発局（CDD）が

関与することになり、同局との調整も必要になってくるであろう。 

・東南アジア地域に対する協力を行う場合、ADPC としても協力できる余地

はある。 

 

以上
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訪問機関 ドイツ技術協力公社バンコク事務所 

日時 2005 年 11 月 30 日（水） 11：40-12：40 

場所 ドイツ技術協力公社バンコク事務所 

出席者 （先方） 

Mr. Jurgen Koch, Director 

Dr. Martin Godau, Senior Consultant 

（日本側） 

大井団長、北本団員、小西団員 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

・2005 年 3 月以降に３つのコンポーネントからなるプロジェクトを開始して

いる。 

①コミュニティーをベースにした防災能力強化 

・プロジェクトサイトをパンガー県（津波）とトラッド県（洪水）の２つに

設定し、住民参加による活動を行っている。対象は村レベルである。 

・地域のリソースを活用した活動が重要と認識している。 

・地方自治体も対象とし、救急対応計画の策定にも協力をしている。 

・地方レベルの防災体制強化が重要であり、そこに防災局も関与する形で行

われるべきであると考えている。 

②防災アカデミーの能力強化 

・防災アカデミーの教材開発やトレーナーへの研修を中心に協力を行ってい

る。 

③防災局の中央省庁レベルの調整機能強化 

・防災局を中心とした他の省庁・関係者のネットワークの構築と調整機能の

強化が、タイの防災行政強化において極めて重要と理解している。 

・具体的にどのような活動かは決まっておらず、局長が交代することが早い

段階から分かっていたので（前局長は 2005 年 9 月末で定年退職）、新しい局

長を迎えた後に具体的な活動の計画策定することにしていた。近いうちに具

体的な準備に着手する。 

・防災局との連携強化や情報収集・分析のため、防災局に「オフィス」を設

けて、GTZ が契約したタイ人のコーディネーターを配置している。 

・長期専門家の派遣はなく、短期で 2 名の専門家を派遣している。1 名は政

策レベルを担当し、他の 1 名はコミュニティーベースの災害管理に関する専

門家である。同じ専門家が、1 回当たり２～３週間の滞在を繰り返す方式を

取っている。 
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・対象災害については、タイ側および GTZ バンコク事務所としては、津波で

はなく洪水が、その発生頻度（確立）から、より重要と認識しているが、ド

イツ本国は津波対策の重要性を強調しており、このギャップを埋めるのは苦

労をしている。 

・防災局が他の省庁を巻き込んで活動を行うことはなかなか難しいと考えて

いる。省庁（局）間の壁については、タイだけでなく、ドイツも同じことで

あり、その難しさを理解しつつも、防災行政において防災局がしかるべき役

割を果たすためには、その調整能力を身に付けることが必要である。既述の

３つの活動のうち、①と②についてはワーキンググループのメンバーは防災

局関係者のみであるが、今後実際の活動を展開していくことにある③につい

ては、他の省庁・局からも参画することが必要である。 

以上

 

訪問機関 教育省事務次官室国際協力室 

日時 2005 年 11 月 30 日（水）13：50-14：30 

場所 タイ教育省 

出席者 （先方） 

Ms. Churairat Sangboonnum, Director 

Ms. Orachart Suebsith, Specialist ほか１名 

（日本側） 

大井団長、北本団員、小西団員 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（防災局との関係および教育省の役割など） 

・防災局は防災に関する活動の促進を行う役割であり、教育省（学校）は学

校における教育（防災教育）を実際に行う役割を担っている。地域における

学校という存在は、所謂知識を伝える場所というだけでなく、精神的な面で

の教育も行う場所である。防災教育においても生徒に対するインパクトは大

きいと考える。 

・学校の教師は、生徒だけでなく、地域住民に対する防災教育を行うことも

可能である。 

・防災局を実施機関とするプロジェクトとの連携（運営委員会への参画）は、

その活動内容次第では可能である。 

 

（教育省から提出されている要請に関して） 

・UNICEF の協力により、クラビー県で復興ワークショップを開催し、その
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中で基本的なテキストの作成がなされた。 

・タイ北部では地震が最近頻発しており、これによる地滑りの被害は心配で

ある。地滑りや洪水は、その発生頻度から見て、津波よりも深刻度は高い。

・プロジェクトでは、学校教育における防災教育の手法に関するワークショ

ップを災害の発生する地域（チェンマイ県やチェンラーイ県、プレー県、カ

ンチャナブリー県、パンガー県等）で実施する。対象災害は、洪水や地滑り、

そして津波である。 

・現存しているリソースを活用した活動が必要であり、そのリソースの研修

が重要である。その対象は学校の教員と教育に携わる行政官である。日本の

取り組みを「ショーケース」としつつ、現地の状況に合う教材とカリキュラ

ムを考えて行きたい。 

・日本からの協力の中では、以前見たことのある（Ms. Orachart）東京都が作

成している防災教育のための教材をなども参考にしたい。 

・プロジェクトで現地ワークショップを行った後は、その様子を CD やビデ

オに放送用プログラムとして記録し、他の地域にも普及させて行きたい。 

・時期としては、災害に対する関心が高い時期ということで（関心が薄くな

る前）ということで少しでも早い取り組みが求められる。 

 

以上

 

 

訪問機関 国連開発計画 (UNDP) 

日時 2005 年 11 月 30 日（水） 15：30-16：30 

場所 国連開発計画 (UNDP) （国連ビル内） 

出席者 （先方） 

Mr. David Hollister   Disaster Recovery Advisor 

（日本側） 

大井団長、北本団員、小西団員、田村所員 

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

・UNDP としては、コミュニティーをベースにした防災体制強化が重要と考

えており、コミュニティーの能力開発のための協力を行っている（ADPC に

委託して実施しているプロジェクトのアウトラインに関する説明あり）。 

・コミュニティーベースの防災能力強化においても、防災局が主要官庁であ

ることから、防災局の職員をキーパーソンとしつつ活動を実施することが大

事。 
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・コミュニティーベースの防災能力強化の中では、捜索救助の能力強化の活

動も行っており、この活動の対象は、必ずしも津波ではなく災害一般であり、

対象区域もパンガー県ではなく、スラータニー県などのように津波被災地と

は別の場所で実施している。 

・コミュニティーの防災計画の策定・拡充も重要と考えており、コミュニテ

ィー自らが、そのための取り組みができるように支援することが大事と考え

る。 

・タイにおける防災能力強化の協力を考える場合、必ずしも津波に限定する

必要はなく、対象災害を広く捉えるべきと考える。 

・防災局がタイ政府の関係省庁の調整の役割を果たすことは重要と考えてい

る。防災局職員を対象にした能力向上のための研修を行うことも重要。各ド

ナーが協調して実施することも考えられる。 

・関係省庁の調整機能強化については、まずは小さなグループによる活動か

ら初めて、それを徐々に拡大していくという取り組みが良いと考える。 

・少額の総合的な早期災害警報システムの構築も計画中である。 

・UNDP のプロジェクトのフェーズ２では、総合自然災害危機管理情報シス

テムについても、取り組む計画である。これには GIS（地理情報システム）

を活用することも考えており、ADPC の活用を考えている。GIS の観点では、

AIT（本多氏）の協力を得ることも考えることができる。 

・防災教育における学校教育の果たす役割は非常に重要と考えている。まず

は教員を対象に研修を行い、その教員を通じて生徒への教育を行う。このプ

ロセスはコミュニティーの防災能力強化において大きなインパクトがあると

考えている（各家庭に対する生徒への防災教育のインパクトの大きさ）。生徒

（子供）の特性と考えて、コミュニティー全般（一般成人）を対象とした防

災教育とは異なる対応を取るべきである。 

・国として、国民が防災意識を継続的に持ち続けることができるような取り

組みが必要であり、国の「防災の日」の設定などの取り組みが今後求められ

る。 

以上
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訪問機関 外務省国際開発協力庁（TICA） 

日時 2005 年 12 月 1 日（木） 10：00-10：40 

場所 外務省国際開発協力庁（TICA） 

出席者 （先方） 

Mr. Apirath Vienravi, Deputy Director-General 

Bilateral Partnership Cooperation Division 

Ms. Rumpuey Patthamavichaiporn, Director 

Ms. Somsuan Howe, Program Officer 

Ms. Vitida Sivakua, Program Officer 

Planning and Monitoring Partnership Cooperation Division 

Mr. Voravud Tomon, Director 

Multilateral Partnership Cooperation Division 

Ms. Hataichanok Siriwadhanakul, Program Officer 

（日本側） 

大井団長、北本団員、小西団員、田村所員 

報告事項 冒頭、調査団から、本プロジェクトは、①防災局の機能強化と②コミュニテ

ィーをベースにした地方レベルの防災体制の強化の 2 点を目標とし、対象災

害も津波だけでなく他の自然災害も対象として考えているという説明を行っ

た。 

＜先方発言要旨＞ 

・調査団の考え方に全く同意する。地方レベルの防災体制の強化は非常に重

要である。特に住民が、自ら主体的に参加する機会を通じて、自ら何をする

べきかを学ぶことが大事である。 

（UNDP が ADPC を通じてパンガー県で行っているプロジェクトの紹介が

TICA からなされる）。 

・JICA のプロジェクトもこの ADPC のプロジェクトと連携しながら活動が

行われるべきであると考える。 

・地方行政における防災能力向上も非常に重要である。特に地方行政におい

てタンボン自治体の役割が重要であり、タンボンレベルの機能強化を図って

もらいたい。 

・地方レベルの防災体制強化という点においては、学校教育が果たす役割も

大きい。教育の場を通じた防災意識の啓発を、是非とも行って欲しい。学校

での生徒を対象に教育を行うためには、教材を写真や漫画を使うなど魅力的

なものにすることも一案と考える。 
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・防災分野の協力は、直接、タイの国民の安全を守るものであり、非常に有

益な活動と理解している。是非とも積極的に、かつ早く実施して欲しい。 

・（2006 年度の追加案件として要請が提出されていることに関して）2005 年

度の追加案件として検討されるように、再度レターを提出する。 

以上

 

 

訪問機関 気象局 

日時 2005 年 12 月 6 日（火） 9：40-10：20 

場所 気象局地震モニタリングセンター 

出席者 （先方） 

Mr. Burin Wechbunthung, Chief, Seismic Monitoring Center 

（日本側） 

大井団長、小西団員、田村所員、本澤シニアボランティア（オブザーバー）

報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

（気象局の地震計測の取り組み状況） 

・地震モニタリングセンターには、2 名の上級研究員、2 名の研究員、4 名の

オペレーター、2 名の事務員がおり、これらがシフト勤務を組んで 24 時間体

制でモニタリングを行っている。 

・8 箇所の計測点は衛星とつながっていて、地震の情報は 2 台のパソコンを

使って受信している。受信した情報を踏まえて、地震源の特定は研究者で自

ら分析を行って、その情報を国家災害警報センターに FAX を使って伝えてい

る。 

 

（気象局から提出されている要請に関して） 

・地震モニタリングの機材を納入するメーカーはすでにカナダの業者に決定

している。 

・日本人専門家には、観測サイトの候補地に訪問して、サイト候補地そのも

のと、そこに設置する機材の詳細スペックにつき、助言をいただきたい。機

材納入メーカーは決定し、基本的な機材については確定しているがスペック

の詳細は決まっておらず、サイトの状況も踏まえて確定することになってい

る。 

・地震モニタリングシステムの導入プロジェクトは 2 期に分かれていて、第

1 フェーズはタイの 2005 年度（2004 年 10 月～）から始まった。2 年間のプ

ロジェクトですでに 1 年が経過し、2 年目に入っている。約 10 億バーツの政



 

 23

府予算で、機材を納入するサイトとして現存の 11 のサイトをはじめとして、

合計 15 のサイトを選定することになる。現存の 11 のサイトを、継続的に使

用するかどうかの最終的決定はまだしていない。今後 6 ヶ月でサイト選定作

業を行う計画である。 

・第 2 フェーズとしてはタイの 2006 年度（2005 年 10 月～）から 3 年間のプ

ロジェクトで約 30 億バーツの予算を組んでいる。サイトは 30 以上を予定し

ており、9 つの潮位計測地も対象となっている。 

・現在出している要請の 2 名の短期専門家は最大であり、1 名とすることは

可能である。期間は 4 ヶ月である必要はなく、2 ヶ月でも 1 ヶ月でも対応で

きる。時期も来年度（日本の会計年度）でも対応可能である。時期と期間に

ついては、可能な限り日本の都合に合わせて、専門家の TOR も見直すし、作

業のタイミングも検討したい。 

 

以上

 

 

訪問機関 農業協同組合省王室灌漑局 

日時 2005 年 12 月 6 日（火）14：00-14：50 

場所 農業協同組合省王室灌漑局 

出席者 （先方） 

Mr. Samart Chokkanapitark, Director-General 

Office of Hydrology and Water Management 

Mr. Charoon Pojsoontorn, Director 

Mr. Chanchai Suwannapimol, Expert on Hydrology 

Foreign Financed Project Administration Division 

Mr. Chatchai Boonlue, Director 

Mr. Somsak Vivithkeyoonvong, Engineer 

（日本側） 

大井団長、小西団員、田村所員、本澤シニアボランティア（オブザーバー）

報告事項 冒頭、局長に挨拶を行い、次のような話があった。 

＜先方発言要旨＞ 

・洪水は北部タイや南部タイにおいて深刻な災害であり、その対策として防

災局と王室灌漑局（さらには土地局や国家災害警報センターなど）が一緒に

活動を行うことが重要である。 

・王室灌漑局でも大きな河川の水位モニタリングシステムを有しているが、
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小さな河川ではまだ有しておらず、これからの課題である。 

・洪水ハザードマップ（洪水リストマップ）はすでに有しており、洪水対策

の啓発用教材もすでに有している。 

 

その後、部屋を移して、実務者との協議を行った。 

＜先方発言要旨＞ 

・チェンマイ県の市街地における洪水危機区域地図はすでに作成している。

これは第一段階の取り組みで、簡易なものである。現在、改訂の作業を行っ

ている。 

・チェンマイ大学、防災局、王室灌漑局が合同で遠隔計測器を使った水位の

計測システムを構築しようとしている。 

・王室灌漑局としても住民の防災意識の高揚をどのように進めるべきか、最

善の方法を模索している。 

・チェンマイ県は洪水の被害が最も深刻な地域の一つであり、パイロットプ

ロジェクトサイトの候補になると考える。スコータイ県、プレー県でも毎年

洪水があるが、それほど深刻ではない。ただし、洪水ではあまり死者は出な

い。地滑りの場合により多くの死者が出るので、洪水よりも地滑りのほうが

より深刻である。 

・パイロットプロジェクトサイトの選定にあたっては、地方行政における県

知事の影響力が大きいので、県知事の理解と意思を踏まえる必要がある。 

・防災局を実施機関とするプロジェクトの運営委員会に王室灌漑局が参加す

ることは可能である。 

以上

 

 

訪問機関 天然資源環境省鉱物資源 

日時 2005 年 12 月 8 日（木）14：45-15：20 

場所 天然資源環境省鉱物資源局 

出席者 （先方） 

Mr. Wisut Chotikasathien, Senior Geologist 

Ms. Patchara Sangoen Secretary 

Mr. Sommai Techawan, Chief, Foreign Affairs (Senior Geologist)  

※Mr. Sommai は別用のため挨拶のみ 

（日本側） 

大井団長、小西団員 
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報告事項 ＜先方発言要旨＞ 

・地滑りのハザードマップについては、２５万分の１のものを 51 県で作成済

みで、現在は、５万分の１のものを作成している。すでに 8 県は作成済みで、

今年度は 7 県で作成する計画である。 

・地滑りは北部タイでは、メーホーソン県、チェンラーイ県、パヤオ県、チ

ェンマイ県で深刻である。南部タイではナコンシタマラート県、パンガー県、

ラノーン県が深刻である。中部のペチャブーン県では、6 年ほど前に土石流

が発生している。 

・コミュニティーをベースにした予報と警報システムの確立が重要である。

特に雨季における気象局からの情報を利用したコミュニティーをベースにし

た警報システムの確立に取り組んでいる。すでに 30 の県で、防災局の協力も

得ながら取り組んできた。 

・地滑りの対策については、水資源局の協力も必要になってくる。 

・防災局を実施機関とするプロジェクトへの参画については、パイロットプ

ロジェクトサイトにおける合同ワークショップの開催などで協力をすること

は問題ない。 

 

以上
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